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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　生体の血圧及び血流量を計測する計測部と、
　算出パラメータの入力を受け付ける入力部と、
　計測された前記血圧及び前記血流量の少なくとも一方並びに前記算出パラメータに基づ
き、前記生体の体調を示す体調リスクレベルを算出する算出部と
　を備え、
　計測された前記血圧が、（ｉ）条件を満たす場合、前記算出部は前記体調リスクレベル
を算出し、前記計測部は前記血流量を計測し、（ｉｉ）前記条件を満たさない場合、前記
算出部は前記体調リスクレベルを算出せず、前記計測部は前記血流量を計測しないことを
特徴とする体調監視装置。
【請求項２】
　前記算出部は、計測された前記血圧に応じた前記生体の体調を示す血圧リスクレベルを
前記算出パラメータで補正することで、前記体調リスクレベルを算出することを特徴とす
る請求項１に記載の体調監視装置。
【請求項３】
　前記算出部は、計測された前記血圧の比例値及び当該血圧の変化状態の少なくとも一方
に応じた前記生体の体調を示す血圧リスクレベルを前記算出パラメータで補正することで
、前記体調リスクレベルを算出することを特徴とする請求項１に記載の体調監視装置。
【請求項４】
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　前記算出部は、計測された前記血流量に応じた前記生体の体調を示す血流リスクレベル
を前記算出パラメータで補正することで、前記体調リスクレベルを算出することを特徴と
する請求項１に記載の体調監視装置。
【請求項５】
　前記算出部は、計測された前記血流量の比例値及び当該血流量の変化状態の少なくとも
一方に応じた前記生体の体調を示す血流リスクレベルを前記算出パラメータで補正するこ
とで、前記体調リスクレベルを算出することを特徴とする請求項１に記載の体調監視装置
。
【請求項６】
　前記算出部は、計測された前記血圧に応じた前記生体の体調を示す血圧リスクレベル及
び計測された前記血流量に応じた前記生体の体調を示す血流リスクレベルの夫々を前記算
出パラメータで補正することで、前記体調リスクレベルを算出することを特徴とする請求
項１に記載の体調監視装置。
【請求項７】
　前記算出部は、計測された前記血圧の比例値及び当該血圧の変化状態の少なくとも一方
に応じた前記生体の体調を示す血圧リスクレベル並びに計測された前記血流量の比例値及
び当該血流量の変化状態の少なくとも一方に応じた前記生体の体調を示す血流リスクレベ
ルの夫々を前記算出パラメータで補正することで、前記体調リスクレベルを算出すること
を特徴とする請求項１に記載の体調監視装置。
【請求項８】
　前記算出部は、前記算出パラメータで補正された前記血圧リスクレベルと前記算出パラ
メータで補正された前記血流リスクレベルとを加算することで又は乗算することで、前記
体調リスクレベルを算出することを特徴とする請求項６に記載の体調監視装置。
【請求項９】
　前記算出パラメータは、(i)前記体調リスクレベルの算出の際に、計測された前記血圧
及び前記血流量の少なくとも一方に対して行われる重み付け処理に用いられる重み付け係
数、(ii)前記生体に投与されている薬剤の情報、(iii)前記生体が患っている疾患の情報
、(iv)前記生体が心臓ペースメーカを備えているか否かを示す情報、(v)前記体調リスク
レベルの初期値を規定するリスクレベルオフセット値を示す情報、(vi)前記体調リスクレ
ベルを事後的にまとめて調整するためのリスクレベル感度、(vii)算出された前記体調リ
スクレベルが有効に活用されたか否かを示す情報、及び(viii)前記血圧及び前記血流量の
少なくとも一方の変化状態を算出する際の基準時刻、の少なくとも一つを含むことを特徴
とする請求項１に記載の体調監視装置。
【請求項１０】
　前記算出部は、計測された前記血圧及び前記血流量の少なくとも一方並びに前記算出パ
ラメータに加えて、前記血流量から算出される心拍数及び前記血流量から算出される脈波
振幅の少なくとも一方に基づいて、前記体調リスクレベルを算出することを特徴とする請
求項１に記載の体調監視装置。
【請求項１１】
　前記算出部は、計測された前記血圧に応じた前記生体の体調を示す血圧リスクレベル及
び計測された前記血流量に応じた前記生体の体調を示す血流リスクレベルの少なくとも一
方を前記算出パラメータで補正することに加えて、前記血流量から算出される心拍数に応
じた前記生体の体調を示す心拍リスクレベル及び前記血流量から算出される脈波振幅に応
じた前記生体の体調を示す脈波リスクレベルの少なくとも一方を前記算出パラメータで補
正することで、前記体調リスクレベルを算出することを特徴とする請求項１０に記載の体
調監視装置。
【請求項１２】
　前記算出部は、計測された前記血圧の比例値及び当該血圧の変化状態の少なくとも一方
に応じた前記生体の体調を示す血圧リスクレベル並びに計測された前記血流量の比例値及
び当該血流量の変化状態の少なくとも一方に応じた前記生体の体調を示す血流リスクレベ



(3) JP 5946904 B2 2016.7.6

10

20

30

40

50

ルの少なくとも一方を前記算出パラメータで補正することに加えて、前記血流量から算出
される心拍数の比例値及び当該心拍数の変化状態の少なくとも一方に応じた前記生体の体
調を示す心拍リスクレベル及び前記血流量から算出される脈波振幅の比例値及び当該脈波
振幅の変化状態の少なくとも一方に応じた前記生体の体調を示す脈波リスクレベルの少な
くとも一方を前記算出パラメータで補正することで、前記体調リスクレベルを算出するこ
とを特徴とする請求項１０に記載の体調監視装置。
【請求項１３】
　前記算出部は、前記算出パラメータで補正された前記血圧リスクレベル及び前記血流リ
スクレベルの少なくとも一方と、前記算出パラメータで補正された前記心拍リスクレベル
及び前記脈波リスクレベルの少なくとも一方とを加算することで又は乗算することで前記
体調リスクレベルを算出することを特徴とする請求項１１に記載の体調監視装置。
【請求項１４】
　前記計測部が前記血圧を計測するタイミングを設定するタイマ手段を更に備え、
　前記計測部は、前記タイマ手段が設定する前記タイミングに前記血圧を計測することで
、自動的に前記血圧を計測することを特徴とする請求項１に記載の体調監視装置。
【請求項１５】
　前記タイマ手段は、計測された前記血圧が所定条件を満たす場合に前記血圧を計測する
前記タイミングの頻度が、計測された前記血圧が前記所定条件を満たさない場合に前記血
圧を計測する前記タイミングの頻度よりも高くなるように、前記タイミングを設定するこ
とを特徴とする請求項１４に記載の体調監視装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、例えば生体の体調を監視する体調監視装置及び方法の技術分野に関する。
【背景技術】
【０００２】
　この種の体調監視装置として、例えば特許文献１に開示されているように、レーザ血流
計を用いて、生体の体調に関連する情報である血流量を監視する装置が存在する。また、
この種の体調監視装置として、特許文献２に開示されているように、血圧測定ユニットと
パルス移動時間測定システムとを用いて、生体の体調に関連する情報である血圧の変化を
監視する装置が提案されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００４－３５７７８４号公報
【特許文献２】特表２００９－５２８８６０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、特許文献１に開示された装置は、生体の血流量のみを監視している。こ
のため、特許文献１に開示された装置による体調の監視精度が低くなってしまうという技
術的問題点が生ずる。具体的には、特許文献１に開示された装置によれば、本来であれば
体調が悪化していると判断されるべきところ、体調が良好であると誤って判断されるとい
う技術的な問題点が生ずる。
【０００５】
　同様に、特許文献２に開示された装置は、生体の血圧を監視できるシステムであるが、
生体のパルス移動時間を計測するため、血圧測定部に加えて、例えば心電計と末梢でのパ
ルス測定という２点での計測が必要になるという問題がある。またこの装置は血圧のみを
監視しているため、特許文献２に開示された装置による体調の監視精度が低くなってしま
うという技術的問題点が生ずる。
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【０００６】
　本発明は、例えば上記問題点に鑑みてなされたものであり、生体の体調をより好適にか
つ簡便に監視することが可能な体調監視装置及び方法を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記課題を解決するための体調監視装置は、生体の血圧及び前記生体の血流量の少なく
とも一方を計測する計測部と、外部から入力される所望の算出パラメータの入力を受け付
ける入力部と、前記計測部が計測した前記血圧及び前記血流量の少なくとも一方並びに前
記算出パラメータに基づいて、前記生体の体調を示す体調リスクレベルを算出する体調算
出部とを備える。
【０００８】
　上記課題を解決するための体調監視方法は、生体の血圧及び前記生体の血流量の少なく
とも一方を計測する計測工程と、外部から入力される所望の算出パラメータの入力を受け
付ける入力工程と、前記計測工程が計測した前記血圧及び前記血流量の少なくとも一方並
びに前記算出パラメータに基づいて、前記生体の体調を示す体調リスクレベルを算出する
体調算出工程とを備える。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】第１実施例の体調監視装置の構成を示すブロック図である。
【図２】第１実施例の体調監視装置の動作の流れを示すフローチャートである。
【図３】心拍数ＨＲ及び脈波振幅と血流量との間の関係を示す波形図である。
【図４】血圧リスクレベルと血圧との間の対応関係を示すテーブルである。
【図５】血流リスクレベルと血流量との間の対応関係を示すテーブルである。
【図６】心拍リスクレベルと心拍数との間の対応関係を示すテーブルである。
【図７】脈波リスクレベルと脈波振幅との間の対応関係を示すテーブルである。
【図８】パラメータ入力画面の一例を示す平面図である。
【図９】パラメータ入力画面の一例を示す平面図である。
【図１０】重み付け係数の具体的な例を示すテーブルである。
【図１１】生体が患っている疾患を示す情報、生体が服用している薬剤を示す情報及び生
体が心臓ペースメーカを使用しているか否かを示す情報に応じて設定される重み付け係数
の具体的な例を示すテーブルである
【図１２】設定されるリスク感度（特に、経過時間に対応付けられているリスク感度）の
具体例を示すテーブルである。
【図１３】第２実施例の体調監視装置の構成を示すブロック図である。
【図１４】第２実施例の体調監視置の動作の流れを示すフローチャートである。
【図１５】第３実施例の体調監視装置の構成を示すブロック図である。
【図１６】第３実施例の体調監視装置の動作の流れを示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　（体調監視装置の実施形態）
　＜１＞
　本実施形態の体調監視装置は、生体の血圧及び前記生体の血流量の少なくとも一方を計
測する計測部と、外部から入力される所望の算出パラメータの入力を受け付ける入力部と
、前記計測部が計測した前記血圧及び前記血流量の少なくとも一方並びに前記算出パラメ
ータに基づいて、前記生体の体調を示す体調リスクレベルを算出する体調算出部とを備え
る。
【００１１】
　本実施形態の体調監視装置によれば、計測部は、生体の血圧を計測してもよい。このと
き、計測部は、離散的に血圧を計測してもよい。具体的には、計測部は、第１の周期毎の
血圧を計測してもよい。言い換えれば、計測部は、第１の周期毎に、血圧を計測してもよ
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い。より具体的には、計測部は、第１のタイミングで血圧を計測してもよい。その後、計
測部は、当該第１タイミングを起点として第１の周期に応じた期間が経過した第２のタイ
ミングで、再度血圧を計測してもよい。以降、計測部は、同様の動作を繰り返してもよい
。
【００１２】
　また、計測部は、生体の血圧を計測することに加えて又は代えて、生体の血流量を計測
してもよい。このとき、計測部は、連続的に血流量を計測してもよい。具体的には、計測
部は、第２の周期（但し、第２の周期は、計測部が血圧を計測する周期である第１の周期
よりも短い周期であることが好ましい）毎の血流量を計測してもよい。言い換えれば、計
測部は、第２の周期毎に、血流量を計測してもよい。より具体的には、計測部は、第３の
タイミングで血流量を計測してもよい。その後、計測部は、当該第３タイミングを起点と
して第２の周期に応じた期間が経過した第４のタイミングで、再度血流量を計測してもよ
い。以降、計測部は、同様の動作を繰り返してもよい。
【００１３】
　本実施形態では特に、入力部は、外部から入力される所望の算出パラメータの入力を受
け付ける。ここで、本実施形態の「算出パラメータ」は、後述する体調リスクレベルを算
出する際に、計測部が計測した血圧及び血流量の少なくとも一方と共に考慮される任意の
指標である。特に、算出パラメータは、計測部によって計測される指標とは異なる指標で
あることが好ましい。典型的には、算出パラメータは、生体自身や体調監視装置の使用者
等によって手動で入力される指標である。
【００１４】
　本実施形態では特に、体調算出部は、計測部が計測した血圧及び血流量の少なくとも一
方並びに入力部が入力を受け付けた算出パラメータに基づいて、体調リスクレベルを算出
する。つまり、体調算出部は、計測部が計測した血圧のみに基づいて体調リスクレベルを
算出することに代えて、計測部が計測した血圧及び入力部が入力を受け付けた算出パラメ
ータの夫々に基づいて体調リスクレベルを算出する。或いは、体調算出部は、計測部が計
測した血流量のみに基づいて体調リスクレベルを算出することに代えて、計測部が計測し
た血流量及び入力部が入力を受け付けた算出パラメータの夫々に基づいて体調リスクレベ
ルを算出する。言い換えれば、体調算出部は、計測部が計測した血圧及び血流量のみに基
づいて体調リスクレベルを算出することに代えて、計測部が計測した血圧及び血流量並び
に入力部が入力を受け付けた算出パラメータの夫々に基づいて体調リスクレベルを算出す
る。
【００１５】
　ここで、「体調リスクレベル」は、生体の体調が良好であるか否か（或いは、良好でな
いか否か）又は生体の体調がどのような状態であるかを直接的に又は間接的に示す任意の
指標を意味している。このような体調リスクレベルとして、生体の体調が悪化するにつれ
て増大する数値が一例としてあげられる。
【００１６】
　このような本実施形態の体調監視装置は、計測部が計測した計測値（つまり、血圧及び
血流量の少なくとも一方）のみならず、入力部が入力を受け付けた算出パラメータ（例え
ば、手動で入力された算出パラメータ）に基づいて、体調リスクレベルを算出することが
できる。従って、本実施形態の体調監視装置は、計測部が計測した計測値のみに基づいて
体調リスクレベルを算出する比較例の体調監視装置と比較して、生体の体調をより好適に
（例えば、より高精度に）監視することができる。
【００１７】
　尚、生体の体調をより一層好適に監視するという観点から見れば、計測部は、血圧及び
血流量の双方を計測することが好ましい。ここで、一般的に、計測された「血流量」は、
相対値（つまり、何らかの基準値に対する相対的な値ないしは変化量）として活用される
ことが多い。このため、「血流量」のみに基づいて体調を監視する比較例の体調監視装置
は、血流量の変化量等を監視することで体調が急変しているか否かを判断することはでき
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るものの、体調が急変する前の段階での体調がどのような状態にあるかを好適に判断する
ことができない。というのも、血流量そのものの絶対値としての情報の有用性が相対的に
高くないからである。一方で、「血圧」は、絶対値（つまり、血圧そのものの値）として
活用されることが多い。しかしながら、「血圧」の計測に起因した生体の負担は、「血流
量」の計測に起因した生体の負担と比較して大きくなる。このため、「血圧」のみに基づ
いて体調を監視する比較例の体調監視装置は、「血圧」の計測に起因した生体の負担を考
慮して、多頻度に血圧を計測することができない。従って、「血圧」のみに基づいて体調
を監視する比較例の体調監視装置は、体調がどのような状態にあるかを連続的に判断する
ことができない。しかるに、血圧及び血流量の双方を計測する体調監視装置は、絶対値と
して活用されることが多い「血圧」及び相対値として活用されることが多い「血流量」の
双方に基づいて体調を監視することができる。このため、本実施形態の体調監視装置は、
「血圧」のみに基づいて体調を監視する比較例の体調監視装置に生ずるデメリットを、「
血流量」にも基づいて体調を監視することで補うことができる。同様に、血圧及び血流量
の双方を計測する体調監視装置は、「血流量」のみに基づいて体調を監視する比較例の体
調監視装置に生ずるデメリットを、「血圧」にも基づいて体調を監視することで補うこと
ができる。従って、血圧及び血流量の双方を計測する体調監視装置は、単一の計測値に基
づいて体調リスクレベルを算出する比較例の体調監視装置と比較して、生体の体調をより
好適に（例えば、より高精度に）監視することができる。
【００１８】
　＜２＞
　本実施形態の体調監視装置の他の態様では、前記計測部は、前記血圧を計測し、前記体
調算出部は、前記計測部が計測した前記血圧に応じた前記生体の体調を示す血圧リスクレ
ベルを前記算出パラメータで補正することで、前記体調リスクレベルを算出する。
【００１９】
　この態様によれば、体調算出部は、計測部が計測した血圧に基づいて算出される血圧リ
スクレベルに基づいて、体調リスクレベルを算出することができる。特に、体調算出部は
、当該血圧リスクレベルを算出パラメータで補正することで、計測部が計測した血圧及び
入力部が入力を受け付けた算出パラメータに基づく体調リスクレベルを比較的容易に算出
することができる。
【００２０】
　尚、「血圧リスクレベル」は、生体の体調が良好であるか否か（或いは、良好でないか
否か）又は生体の体調がどのような状態であるかを直接的に又は間接的に示す任意の指標
であって、且つ、血圧に基づいて算出される任意の指標を意味している。このような血圧
リスクレベルとして、血圧と一意に対応付けられる数値（例えば、血圧を変数とする任意
の関数によって規定される数値）が一例としてあげられる。
【００２１】
　＜３＞
　本実施形態の体調監視装置の他の態様では、前記計測部は、前記血圧を計測し、前記体
調算出部は、前記計測部が計測した前記血圧の比例値及び当該血圧の変化状態の少なくと
も一方に応じた前記生体の体調を示す血圧リスクレベルを前記算出パラメータで補正する
ことで、前記体調リスクレベルを算出する。
【００２２】
　この態様によれば、体調算出部は、計測部が計測した血圧の比例値（例えば、血圧その
ものの値や、血圧を所定数倍することで得られる値）及び計測部が計測した血圧の変化状
態（例えば、血圧の変化率や、基準値に対する血圧の比率や、基準値に対する血圧の変化
量や、所定時間当たりの血圧の変化量や、血圧のｎ（但し、ｎは１以上の整数）階微分値
等）の少なくとも一方に基づいて算出される血圧リスクレベルに基づいて、体調リスクレ
ベルを算出することができる。特に、体調算出部は、当該血圧リスクレベルを算出パラメ
ータで補正することで、計測部が計測した血圧及び入力部が入力を受け付けた算出パラメ
ータに基づく体調リスクレベルを比較的容易に算出することができる。
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【００２３】
　＜４＞
　本実施形態の体調監視装置の他の態様では、前記計測部は、前記血流量を計測し、前記
体調算出部は、前記計測部が計測した前記血流量に応じた前記生体の体調を示す血流リス
クレベルを前記算出パラメータで補正することで、前記体調リスクレベルを算出する。
【００２４】
　この態様によれば、体調算出部は、計測部が計測した血流量に基づいて算出される血流
リスクレベルに基づいて、体調リスクレベルを算出することができる。特に、体調算出部
は、当該血流リスクレベルを算出パラメータで補正することで、計測部が計測した血流量
及び入力部が入力を受け付けた算出パラメータに基づく体調リスクレベルを比較的容易に
算出することができる。
【００２５】
　尚、「血流リスクレベル」は、生体の体調が良好であるか否か（或いは、良好でないか
否か）又は生体の体調がどのような状態であるかを直接的に又は間接的に示す任意の指標
であって、且つ、血流量に基づいて算出される任意の指標を意味している。このような血
流リスクレベルとして、血流量と一意に対応付けられる数値（例えば、血流量を変数とす
る任意の関数によって規定される数値）が一例としてあげられる。
【００２６】
　＜５＞
　本実施形態の体調監視装置の他の態様では、前記計測部は、前記血流量を計測し、前記
体調算出部は、前記計測部が計測した前記血流量の比例値及び当該血流量の変化状態の少
なくとも一方に応じた前記生体の体調を示す血流リスクレベルを前記算出パラメータで補
正することで、前記体調リスクレベルを算出する。
【００２７】
　この態様によれば、体調算出部は、計測部が計測した血流量の比例値（例えば、血流量
そのものの値や、血流量を所定数倍することで得られる値）及び計測部が計測した血流量
の変化状態（例えば、血流量の変化率や、基準値に対する血流量の比率や、基準値に対す
る血流量の変化量や、所定時間当たりの血流量の変化量や、血流量のｎ階微分値等）の少
なくとも一方に基づいて算出される血流リスクレベルに基づいて、体調リスクレベルを算
出することができる。特に、体調算出部は、当該血流リスクレベルを算出パラメータで補
正することで、計測部が計測した血流量及び入力部が入力を受け付けた算出パラメータに
基づく体調リスクレベルを比較的容易に算出することができる。
【００２８】
　＜６＞
　本実施形態の体調監視装置の他の態様では、前記計測部は、前記血圧及び前記血流量を
計測し、前記体調算出部は、前記計測部が計測した前記血圧に応じた前記生体の体調を示
す血圧リスクレベル及び前記計測部が計測した前記血流量に応じた前記生体の体調を示す
血流リスクレベルの夫々を前記算出パラメータで補正することで、前記体調リスクレベル
を算出する。
【００２９】
　この態様によれば、体調算出部は、計測部が計測した血圧に基づいて算出される血圧リ
スクレベル及び計測部が計測した血流量に基づいて算出される血流リスクレベルに基づい
て、体調リスクレベルを算出することができる。特に、体調算出部は、当該血圧リスクレ
ベル及び当該血流リスクレベルを算出パラメータで補正することで、計測部が計測した血
圧及び血流量並びに入力部が入力を受け付けた算出パラメータに基づく体調リスクレベル
を比較的容易に算出することができる。
【００３０】
　＜７＞
　本実施形態の体調監視装置の他の態様では、前記計測部は、前記血圧及び前記血流量を
計測し、前記体調算出部は、前記計測部が計測した前記血圧の比例値及び当該血圧の変化
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状態の少なくとも一方に応じた前記生体の体調を示す血圧リスクレベル並びに前記計測部
が計測した前記血流量の比例値及び当該血流量の変化状態の少なくとも一方に応じた前記
生体の体調を示す血流リスクレベルの夫々を前記算出パラメータで補正することで、前記
体調リスクレベルを算出する。
【００３１】
　この態様によれば、体調算出部は、計測部が計測した血圧の比例値及び変化状態の少な
くとも一方に基づいて算出される血圧リスクレベル及び計測部が計測した血流量の比例値
及び変化状態の少なくとも一方に基づいて算出される血流リスクレベルに基づいて、体調
リスクレベルを算出することができる。特に、体調算出部は、当該血圧リスクレベル及び
当該血流リスクレベルを算出パラメータで補正することで、計測部が計測した血圧及び血
流量並びに入力部が入力を受け付けた算出パラメータに基づく体調リスクレベルを比較的
容易に算出することができる。
【００３２】
　＜８＞
　上述の如く血圧リスクレベル及び血流リスクレベルの夫々を算出パラメータで補正する
ことで体調リスクレベルを算出する体調監視装置の態様では、前記体調算出部は、前記算
出パラメータで補正された前記血圧リスクレベルと前記算出パラメータで補正された前記
血流リスクレベルとを加算することで又は乗算することで、前記体調リスクレベルを算出
する。
【００３３】
　この態様によれば、体調算出部は、血圧リスクレベル及び血流リスクレベル並びに算出
パラメータから、体調リスクレベルを比較的容易に算出することができる。
【００３４】
　＜９＞
　本実施形態の体調監視装置の他の態様では、前記算出パラメータは、(i)前記体調リス
クレベルの算出の際に前記計測部が計測した前記血圧及び前記血流量の少なくとも一方に
対して行われる重み付け処理に用いられる重み付け係数、(ii)前記生体に投与されている
薬剤の情報、(iii)前記生体が患っている疾患の情報、(iv)前記生体が心臓ペースメーカ
を備えているか否かを示す情報、(v)前記体調リスクレベルの初期値を規定するリスクレ
ベルオフセット値を示す情報、(vi)前記体調リスクレベルを事後的にまとめて調整するた
めのリスクレベル感度、(vii)前記体調算出部が算出した前記体調リスクレベルが有効に
活用されたか否かを示す情報、及び(viii)前記血圧及び前記血流量の少なくとも一方の変
化状態を算出する際の基準時刻の少なくとも一つを含む。
【００３５】
　この態様によれば、体調算出部は、これらの算出パラメータから、体調リスクレベルを
好適に算出することができる。
【００３６】
　尚、血圧の変化状態を算出する際の基準時刻が算出パラメータとして入力される場合に
は、体調算出部は、算出パラメータが特定する基準時刻の血圧を基準とする現在の血圧の
変化状態（例えば、上述した変化率や、上述した比率や、上述した変化量等）に基づいて
体調リスクレベルを算出することが好ましい。同様に、血流量の変化状態を算出する際の
基準時刻が算出パラメータとして入力される場合には、体調算出部は、算出パラメータが
特定する基準時刻の血流量を基準とする現在の血流量の変化状態（例えば、上述した変化
率や、上述した比率や、上述した変化量等）に基づいて体調リスクレベルを算出すること
が好ましい。
【００３７】
　＜１０＞
　本実施形態の体調監視装置の他の態様では、前記計測部は、前記血流量を計測し、前記
体調算出部は、前記計測部が計測した前記血圧及び前記血流量の少なくとも一方並びに前
記算出パラメータに加えて、前記血流量から算出される心拍数及び前記血流量から算出さ
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れる脈波振幅の少なくとも一方に基づいて、前記体調リスクレベルを算出する。
【００３８】
　この態様によれば、体調算出部は、より多くの計測値（つまり、計測部が計測した血圧
及び血流量、並びに、計測部が計測した血流量から算出される心拍数及び脈波振幅の少な
くとも一方）に基づいて、体調リスクレベルを算出することができる。従って、この態様
によれば、体調算出部は、生体の体調をより一層好適に（例えば、より高精度に）監視す
ることができる。
【００３９】
　＜１１＞
　上述の如く心拍数及び脈波振幅の少なくとも一方に基づいて体調リスクレベルを算出す
る体調監視装置の態様では、前記体調算出部は、前記計測部が計測した前記血圧に応じた
前記生体の体調を示す血圧リスクレベル及び前記計測部が計測した前記血流量に応じた前
記生体の体調を示す血流リスクレベルの少なくとも一方を前記算出パラメータで補正する
ことに加えて、前記血流量から算出される心拍数に応じた前記生体の体調を示す心拍リス
クレベル及び前記血流量から算出される脈波振幅に応じた前記生体の体調を示す脈波リス
クレベルの少なくとも一方を前記算出パラメータで補正することで、前記体調リスクレベ
ルを算出する。
【００４０】
　この態様によれば、体調算出部は、計測部が計測した血圧に基づいて算出される血圧リ
スクレベル及び計測部が計測した血流量に基づいて算出される血流リスクレベルの少なく
とも一方、並びに、計測部が計測した血流量から算出される心拍数に基づいて算出される
心拍リスクレベル及び計測部が計測した血流量から算出される脈波振幅に基づいて算出さ
れる脈波リスクレベルの少なくとも一方に基づいて、体調リスクレベルを算出することが
できる。特に、体調算出部は、当該血圧リスクレベル及び当該血流リスクレベルの少なく
とも一方を算出パラメータで補正し且つ当該心拍リスクレベル及び脈波リスクレベルの少
なくとも一方を算出パラメータで補正することで、計測部が計測した血圧及び血流量の少
なくとも一方、血流量から算出される心拍数及び脈波振幅の少なくとも一方、並びに入力
部が入力を受け付けた算出パラメータに基づく体調リスクレベルを比較的容易に算出する
ことができる。
【００４１】
　尚、「心拍数リスクレベル」は、生体の体調が良好であるか否か（或いは、良好でない
か否か）又は生体の体調がどのような状態であるかを直接的に又は間接的に示す任意の指
標であって、且つ、心拍数から算出される任意の指標を意味している。このような心拍リ
スクレベルとして、心拍数と一意に対応付けられる数値（例えば、心拍数を変数とする任
意の関数によって規定される数値）が一例としてあげられる。
【００４２】
　また、「脈波リスクレベル」は、生体の体調が良好であるか否か（或いは、良好でない
か否か）又は生体の体調がどのような状態であるかを直接的に又は間接的に示す任意の指
標であって、且つ、脈波振幅から算出される任意の指標を意味している。このような脈波
リスクレベルとして、脈波振幅と一意に対応付けられる数値（例えば、脈波振幅を変数と
する任意の関数によって規定される数値）が一例としてあげられる。
【００４３】
　＜１２＞
　上述の如く心拍数及び脈波振幅の少なくとも一方に基づいて体調リスクレベルを算出す
る体調監視装置の態様では、前記体調算出部は、前記計測部が計測した前記血圧の比例値
及び当該血圧の変化状態の少なくとも一方に応じた前記生体の体調を示す血圧リスクレベ
ル並びに前記計測部が計測した前記血流量の比例値及び当該血流量の変化状態の少なくと
も一方に応じた前記生体の体調を示す血流リスクレベルの少なくとも一方を前記算出パラ
メータで補正することに加えて、前記血流量から算出される心拍数の比例値及び当該心拍
数の変化状態の少なくとも一方に応じた前記生体の体調を示す心拍リスクレベル及び前記
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血流量から算出される脈波振幅の比例値及び当該脈波振幅の変化状態の少なくとも一方に
応じた前記生体の体調を示す脈波リスクレベルの少なくとも一方を前記算出パラメータで
補正することで、前記体調リスクレベルを算出する。
【００４４】
　この態様によれば、体調算出部は、計測部が計測した血流量から算出される心拍数の比
例値（例えば、心拍数そのものの値や、心拍数を所定数倍することで得られる値）及び計
測部が計測した血流量から算出される心拍数の変化状態（例えば、心拍数の変化率や、基
準値に対する心拍数の比率や、基準値に対する心拍数の変化量や、所定時間当たりの心拍
数の変化量や、心拍数のｎ階微分値等）の少なくとも一方に基づいて算出される心拍リス
クレベルに基づいて、体調リスクレベルを算出することができる。特に、体調算出部は、
当該心拍リスクレベルを算出パラメータで補正することで、計測部が計測した血流量から
算出される心拍数及び入力部が入力を受け付けた算出パラメータに基づく体調リスクレベ
ルを比較的容易に算出することができる。
【００４５】
　加えて又は代えて、体調算出部は、計測部が計測した血流量から算出される脈波振幅の
比例値（例えば、脈波振幅そのものの値や、脈波振幅を所定数倍することで得られる値）
及び計測部が計測した血流量から算出される脈波振幅の変化状態（例えば、脈波振幅の変
化率や、基準値に対する脈波振幅の比率や、基準値に対する脈波振幅の変化量や、所定時
間当たりの脈波振幅の変化量や、脈波振幅のｎ階微分値等）の少なくとも一方に基づいて
算出される脈波リスクレベルに基づいて、体調リスクレベルを算出することができる。特
に、体調算出部は、当該脈波リスクレベルを算出パラメータで補正することで、計測部が
計測した血流量から算出される脈波振幅及び入力部が入力を受け付けた算出パラメータに
基づく体調リスクレベルを比較的容易に算出することができる。
【００４６】
　＜１３＞
　前記体調算出部は、前記算出パラメータで補正された前記血圧リスクレベル及び前記血
流リスクレベルの少なくとも一方と、前記算出パラメータで補正された前記心拍リスクレ
ベル及び前記脈波リスクレベルの少なくとも一方とを加算することで又は乗算することで
前記体調リスクレベルを算出する。
【００４７】
　この態様によれば、体調算出部は、血圧リスクレベル及び血流リスクレベルの少なくと
も一方、心拍リスクレベル及び脈波振幅リスクレベルの少なくとも一方、並びに算出パラ
メータから、体調リスクレベルを比較的容易に算出することができる。
【００４８】
　＜１４＞
　本実施形態の体調監視装置の他の態様では、前記計測部は、前記血圧を計測し、前記体
調算出部は、(i)前記計測部が計測した前記血圧が所定条件を満たす場合に、前記体調リ
スクレベルを算出し、(ii)前記計測部が計測した前記血圧が前記所定条件を満たさない場
合に、前記体調リスクレベルを算出しない。
【００４９】
　この態様によれば、体調算出部は、血圧が所定条件を満たす場合（例えば、体調を監視
する又は体調リスクレベルを算出することが好ましい場合）に体調リスクレベルを算出す
ることができる。言い換えれば、体調算出部は、血圧が所定条件を満たさない場合（例え
ば、体調を監視しなくともよい又は体調リスクレベルを算出しなくともよい場合）に体調
リスクレベルを算出しなくともよい。従って、体調算出部が常に体調リスクレベルを算出
し続ける比較例の体調監視装置と比較して、体調監視装置の消費電力が低減される。
【００５０】
　＜１５＞
　本実施形態の体調監視装置の他の態様では、前記計測部は、前記血圧及び前記血流量を
計測し、前記計測部は、(i)前記計測部が計測した前記血圧が前記所定条件を満たす場合
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に、前記血流量を計測し、(ii)前記計測部が計測した前記血圧が前記所定条件を満たさな
い場合に、前記血流量を計測しない。
【００５１】
　この態様によれば、計測部は、血圧が所定条件を満たす場合（例えば、体調を監視する
又は体調リスクレベルを算出することが好ましい場合）に血流量を計測することができる
。言い換えれば、計測部は、血圧が所定条件を満たさない場合（例えば、体調を監視しな
くともよい又は体調リスクレベルを算出しなくともよい場合）に血流量を計測しなくとも
よい。従って、計測部が常に血流量を計測し続ける比較例の体調監視装置と比較して、体
調監視装置の消費電力が低減される。
【００５２】
　＜１６＞
　本実施形態の体調監視装置の他の態様では、前記計測部は、前記血圧を計測し、前記計
測部が前記血圧を計測するタイミングを設定するタイマ手段を更に備え、前記計測部は、
前記タイマ手段が設定する前記タイミングに前記血圧を計測することで、自動的に前記血
圧を計測する。
【００５３】
　この態様によれば、計測部は、自動的に血圧を計測することができる。具体的には、計
測部は、例えば、自動的に所定周期毎に血圧を計測することができる。尚、血圧を計測す
る計測部は、例えば、計測者の手動での作業を伴う血圧計（例えば、カフを腕に巻きつけ
ると共に当該カフを介して腕を加圧する非侵襲型の血圧計）を備えていることが多い。こ
のような場合であっても、計測部は、タイマ部が設定するタイミングに応じて、計測者が
タイミングを図ることなく（或いは、計測者が手動で作業を行うことなく）、自動的に血
圧を計測することができる。
【００５４】
　＜１７＞
　上述の如くタイマ手段を備える体調監視装置の他の態様では、前記タイマ手段は、(i)
前記計測部が計測した前記血圧が所定条件を満たす場合に前記血圧を計測する前記タイミ
ングの頻度が、(ii)前記計測部が計測した前記血圧が前記所定条件を満たさない場合に前
記血圧を計測する前記タイミングの頻度よりも高くなるように、前記タイミングを設定す
る。
【００５５】
　この態様によれば、タイマ手段は、計測部が計測する血圧に応じて、計測部が血圧を計
測するタイミングを好適に設定することができる。例えば、タイマ手段は、血圧が所定条
件を満たす場合（例えば、体調を監視する又は体調リスクレベルを算出することが好まし
い場合）に、相対的に高頻度に血圧が計測されるように、計測部が血圧を計測するタイミ
ングを設定することができる。他方で、例えば、タイマ手段は、血圧が所定条件を満たさ
ない場合（例えば、体調を監視しなくともよい又は体調リスクレベルを算出しなくともよ
い場合）に、相対的に低頻度に血圧が計測されるように、計測部が血圧を計測するタイミ
ングを設定することができる。
【００５６】
　（体調監視方法の実施形態）
　＜１８＞
　本実施形態の体調監視方法は、生体の血圧及び前記生体の血流量の少なくとも一方を計
測する計測工程と、外部から入力される所望の算出パラメータの入力を受け付ける入力工
程と、前記計測工程が計測した前記血圧及び前記血流量の少なくとも一方並びに前記算出
パラメータに基づいて、前記生体の体調を示す体調リスクレベルを算出する体調算出工程
とを備える。
【００５７】
　本実施形態の体調監視方法によれば、上述した本実施形態の体調監視装置が享受する各
種効果を好適に享受することができる。



(12) JP 5946904 B2 2016.7.6

10

20

30

40

50

【００５８】
　尚、本実施形態の体調監視装置が採用する各種態様に対応して、本実施形態の体調監視
方法も、各種態様を採用してもよい。
【００５９】
　本実施形態のこのような作用及び他の利得は次に説明する実施例から明らかにされる。
【００６０】
　以上説明したように、本実施形態の体調監視装置は、計測手段と、入力手段と、体調算
出手段とを備える。本実施形態の体調監視方法は、計測工程と、入力工程と、体調算出工
程とを備える。従って、生体の体調をより好適に監視することができる。
【実施例】
【００６１】
　以下、図面を参照しながら、体調監視装置の実施例について説明する。
【００６２】
　（１）第１実施例
　はじめに、図１から図１２を参照しながら、第１実施例の血圧推定装置１について説明
を進める。
【００６３】
　（１－１）体調監視装置の構成
　はじめに、図１を参照しながら、第１実施例の体調監視装置１の構成について説明する
。図１は、第１実施例の体調監視装置１の構成を示すブロック図である。
【００６４】
　図１に示すように、第１実施例の体調監視装置１は、血圧計測部１１と、血流計測部１
２と、制御部１３と、入力部１４と、表示部１５とを備えている。
【００６５】
　血圧計測部１１は、生体（例えば、人間や動物等）の血圧ＢＰを計測する。血圧計測部
１１は、例えば、非侵襲型の血圧計（例えば、カフを腕に巻きつけると共に当該カフを介
して腕を加圧することで血圧ＢＰを計測する血圧計）であってもよい。但し、血圧計測部
１１は、血圧ＢＰを何らかの手法で計測することができる限りは、どのような構成を有し
ていてもよい。
【００６６】
　血流計測部１２は、生体の血流量（つまり、血管内を流れる血液の流量）ＢＦを計測す
る。このような血流計測部１２として、例えば、レーザドップラ血流計が用いられてもよ
い。但し、血流計測部１２は、血流量ＢＦを何らかの手法で計測することができる限りは
、どのような構成を有していてもよい。以下、説明の便宜上、血流計測部１２がレーザド
ップラ血流計である場合を例にあげて説明を進める。
【００６７】
　血流計測部１２は、レーザ素子１２１と、受光素子１２２と、増幅器１２３と、Ａ／Ｄ
（Analogue to Digital）コンバータ１２４と、演算回路１２５とを備えている。
【００６８】
　レーザ素子１２１は、生体に対してレーザ光を照射する。このとき、レーザ素子１２１
は、生体内の血管に対してレーザ光を照射することが好ましい。特に、レーザ素子１２１
は、耳朶の血管に対してレーザ光を照射することが好ましい。但し、レーザ素子１２１は
、それ以外の箇所の結果に対してレーザ光を照射してもよい。
【００６９】
　受光素子１２２は、生体からのレーザ光の反射光と生体からのレーザ光ＬＢの散乱光と
の相互干渉によって生ずるビート信号光を受光する。受光素子１２は、受光したビート信
号光を電気信号に変換することで得られる検出電流を生成する。
【００７０】
　増幅器１２３は、受光素子１２２から出力される検出電流を、電圧信号に変換した上で
増幅する。
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【００７１】
　Ａ／Ｄコンバータ１２４は、増幅器１２３の出力（つまり、受光素子１２２が受光した
ビート信号光に応じた電圧信号）に対してＡ／Ｄ変換処理（つまり、量子化処理）を行う
。その結果、Ａ／Ｄコンバータ１２４は、受光素子１２２が受光したビート信号光に応じ
た電圧信号のサンプル値（つまり、量子化された電圧信号）を、演算回路１２５に出力す
る。
【００７２】
　演算回路１２５は、Ａ／Ｄコンバータ１２４の出力（つまり、受光素子１２２が受光し
たビート信号光に応じた電圧信号のサンプル値）に対して、ＦＦＴ（Fast Fourier Trans
form）を用いた周波数解析を行う。その結果、演算回路１２５は、血流量ＢＦを算出する
。
【００７３】
　加えて、演算回路１２５は、血流量ＢＦから、生体の心拍数ＨＲ及び生体の脈波振幅Ｐ
Ａを算出する。
【００７４】
　制御部１３は、体調監視装置１を制御するための中央制御装置（例えば、ＣＰＵ：Cent
ral Processing Unit）である。制御部１３は、その内部に物理的に実現される処理回路
として又はその内部に論理的に実現される処理ブロックとして、血圧保存部１３１と、血
流量保存部１３２と、リスクレベル算出部１３３と、出力部１３４とを備えている。
【００７５】
　血圧保存部１３１は、血圧計測部１１が計測した血圧ＢＰを保存するメモリである。尚
、血圧保存部１３１は、一定期間以内に血圧計測部１１が計測した血圧ＢＰを保存するこ
とが好ましい。或いは、血圧保存部１３１は、血圧計測部１１が計測した全ての血圧ＢＰ
を保存してもよい。
【００７６】
　血流量保存部１３２は、血流計測部１２が計測した血流量ＢＦを保存するメモリである
。尚、血流量保存部１３２は、一定期間以内に血流計測部１２が計測した血流量ＢＦを保
存することが好ましい。或いは、血流量保存部１３２は、血流計測部１２が計測した全て
の血流量ＢＦを保存してもよい。
【００７７】
　加えて、血流量保存部１３２は、血流計測部１２が算出した心拍数ＨＲを保存してもよ
い。尚、血流量保存部１３２は、一定期間以内に血流計測部１２が算出した心拍数ＨＲを
保存することが好ましい。或いは、血流量保存部１３２は、血流計測部１２が算出した全
ての心拍数ＨＲを保存してもよい。
【００７８】
　加えて、血流量保存部１３２は、血流計測部１２が算出した脈波振幅ＰＡを保存しても
よい。尚、血流量保存部１３２は、一定期間以内に血流計測部１２が算出した脈波振幅Ｐ
Ａを保存することが好ましい。或いは、血流量保存部１３２は、血流計測部１２が算出し
た全ての脈波振幅ＰＡを保存してもよい。
【００７９】
　尚、血圧保存部１３１は、血流保存部１３２と物理的に独立していてもよい。或いは、
血圧保存部１３１及び血流保存部１３２は、単一のメモリから構成されていてもよい。
【００８０】
　リスクレベル算出部１３３は、血圧保存部１３１に保存されている血圧ＢＰ、血流量保
存部１３２に保存されている血流量ＢＦ、心拍数ＨＲ及び脈波振幅ＰＡ、並びに入力部１
４が入力を受け付ける算出パラメータに基づいて、生体の体調が良好であるか否かを示す
（或いは、生体の体調の状態を示す）体調リスクレベルを算出する。
【００８１】
　出力部１３４は、リスクレベル算出部１３３が算出した体調リスクレベルを、表示部１
５に対して出力する。その結果、表示部１５は、体調リスクレベルを表示してもよい。或
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いは、出力部１３４は、リスクレベル算出部１３３が算出した体調リスクレベルを、体調
管理装置１の外部の機器に対して出力してもよい。
【００８２】
　入力部１４は、体調監視装置１の外部から体調監視装置１のユーザ（例えば、体調監視
の対象となる生体や、体調監視装置１の操作者又は管理者等）によって入力される算出パ
ラメータの入力を受け付ける。尚、算出パラメータは、リスクレベル算出部１３３が体調
リスクレベルを算出する際に参照される指標である。特に、算出パラメータは、血圧計測
部１１や血流計測部１２によって計測される計測値（或いは、算出される算出値）とは異
なり、体調監視装置１の外部からユーザによって入力される指標である。
【００８３】
　尚、算出パラメータの詳細については、後に詳述する。
【００８４】
　表示部１５は、所望の表示画面を表示する。例えば、表示部１５は、リスクレベル算出
部１３３が算出した体調リスクレベルを示す表示画面（例えば、後述する図９参照）を表
示してもよい。或いは、表示部１５は、算出パラメータの入力をユーザに促すための表示
画面（例えば、後述する図８及び図９参照）を表示してもよい。加えて、表示部１５は、
体調リスクレベルが許容範囲を超えた場合には、警報を表示してもよい。
【００８５】
　（１－２）体調監視装置の動作
　続いて、図２を参照して、第１実施例の体調監視装置１の動作の流れについて説明する
。図２は、第１実施例の体調監視装置１の動作の流れを示すフローチャートである。
【００８６】
　図２に示すように、血流計測部１２は、生体の血流量ＢＦを計測する（ステップＳ１０
）。尚、血流計測部１２による生体の血流量ＢＦの計測は、体調監視装置１による生体の
体調の監視動作が終了するまで継続して行われる（ステップＳ１９）。
【００８７】
　具体的には、まず、レーザ素子１２１は、生体に対してレーザ光を照射する。
【００８８】
　その後、受光素子１２２は、生体からのレーザ光の散乱光の相互干渉（より具体的には
、移動する散乱体である血球によって散乱された散乱光と静止している組織（例えば、皮
膚組織）によって散乱された散乱光との相互干渉）によって生ずるビート信号光を受光す
る。具体的には、レーザ光が生体に照射されると、生体内の血管の内部の血液の流れ（即
ち、散乱体である赤血球の移動）に起因した散乱光が発生する。この散乱光の周波数は、
元のレーザ光の周波数と比較して、血液の移動速度に対応したレーザドップラ作用によっ
て変化している。受光素子１２２は、このような散乱光の相互干渉により生ずるビート信
号光（いわゆる、周波数差分信号）を受光する。尚、ビート信号光を生じさせる散乱光と
して、生体に照射されたレーザ光の透過光に相当する前方散乱光が用いられてもよいし、
生体に照射されたレーザ光の反射光に相当する後方散乱光が用いられてもよい。
【００８９】
　その後、受光素子１２２は、受光したビート信号光を電気信号に変換することで得られ
る検出電流を生成する。受光素子１２２は、生成した検出電流を、増幅器１２３に出力す
る。増幅器１２３は、受光素子１２２から出力される検出電流（つまり、受光素子１２２
が受光したビート信号光に応じた検出電流）を、電圧信号に変換した上で増幅する。増幅
器は、電圧信号をＡ／Ｄコンバータ１２４に出力する。
【００９０】
　その後、Ａ／Ｄコンバータ１２４は、増幅器１２３の出力（つまり、受光素子１２２が
受光したビート信号光に応じた電圧信号）に対してＡ／Ｄ変換処理（つまり、量子化処理
）を行う。その結果、Ａ／Ｄコンバータ１２４は、受光素子１２２が受光したビート信号
光に応じた電圧信号のサンプル値（つまり、量子化された電圧信号）を、演算回路１２５
に出力する。具体的には、例えば、Ａ／Ｄコンバータ１２４は、Ａ／Ｄコンバータ１２４
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のサンプリング周期をＴａとすると、周期Ｔａ毎に、受光素子１２２が受光したビート信
号光に応じた電圧信号のサンプル値（つまり、量子化された電圧信号）を出力する。
【００９１】
　その後、演算回路１２５は、Ａ／Ｄコンバータ１２４の出力（つまり、受光素子１２が
受光したビート信号光に応じた電圧信号のサンプル値）に対して、ＦＦＴ（Fast Fourier
 Transform）を用いた周波数解析を行う。その結果、演算回路１２５は、血流量ＢＦを算
出する。具体的には、例えば、演算回路１２５は、ビート信号光に応じた電圧信号のサン
プル値に対してＦＦＴを行う。演算回路１２５は、当該ＦＦＴを行うことで得られるパワ
ースペクトルと周波数ベクトルとの乗算結果である１次モーメントを用いて、血流量ＢＦ
を算出する。尚、ＦＦＴを用いた周波数解析による血流量ＢＦの算出方法については、公
知の方法（例えば、特許第３３１３８４１号公報に開示された方法等）が用いられてもよ
いため、詳細な説明を省略する。演算回路１２５は、算出した血流量ＢＦを、制御部１３
（特に、血流量保存部１３２）に出力する。その結果、血流量保存部１３２は、血流計測
部１２が計測した血流量ＢＦを保存する（ステップＳ１０）。
【００９２】
　血流量ＢＦの計測に加えて、血流計測部１２（特に、血流計測部１２が備える演算回路
１２５）は、更に、ステップＳ１０で計測された血流量ＢＦから、心拍数ＨＲ及び脈波振
幅ＰＡを算出する（ステップＳ１１）。その後、演算回路１２５は、算出した心拍数ＨＲ
及び脈波振幅ＰＡを、制御部１３（特に、血流量保存部１３２）に出力する。その結果、
血流量保存部１３２は、血流計測部１２が算出した心拍数ＨＲ及び脈波振幅ＰＡを保存す
る（ステップＳ１１）。
【００９３】
　ここで、図３を参照して、心拍数ＨＲ及び脈波振幅ＰＡについて説明する。図３は、心
拍数ＨＲ及び脈波振幅ＰＡと血流量ＢＦとの間の関係を示す波形図である。
【００９４】
　図３に示すように、血流計測部１２が血流量ＢＦを計測する際に得られる血流波形にお
いて、脈波に相当する波形の振動数（つまり、血流波形の周期Ａの逆数（１／Ａ））が、
心拍数ＨＲに相当する。また、血流計測部１２が血流量ＢＦを計測する際に得られる血流
波形において、脈波に相当する波形の振幅Ｃが、脈波振幅ＰＡに相当する。
【００９５】
　再び図２において、ステップＳ１０での血流量ＢＦの計測に続いて若しくは相前後して
又は並行して、血圧計測部１１は、生体の血圧ＢＰを計測する（ステップＳ１２）。その
後、血圧計測部１１が計測した血圧ＢＰは、制御部１３（特に、血圧保存部１３１）に出
力される。その結果、血圧保存部１３１は、血圧計測部１１が計測した血圧ＢＰを保存す
る（ステップＳ１２）。尚、血圧計測部１１による生体の血圧ＢＰの計測は、体調監視装
置１による生体の体調の監視動作が終了するまで継続して行われる（ステップＳ１９）。
【００９６】
　血圧計測部１１は、一定時間毎に（例えば、２０分毎に）血圧ＢＰを計測してもよい。
例えば、計測者が一定時間毎に血圧計測部１１を操作する（例えば、カフを生体の腕に巻
きつけると共に、当該カフを介して生体の腕を圧迫する）ことで、一定時間毎に血圧ＢＰ
が計測される。
【００９７】
　ここで、血圧計測部１１が血圧ＢＰを計測する周期は、血流計測部１２が血流量ＢＦを
計測する周期よりも長くてもよい。例えば、血圧計測部１１は、２０分毎に血圧ＢＰを計
測する一方で、血流計測部１２は、２０分よりも短い周期毎に（例えば、数十ミリ秒から
数十秒毎に）血流量ＢＦを計測してもよい。尚、血圧計測部１１が非侵襲型の血圧計であ
り且つ血流計測部１２がレーザドップラ血流計である場合には、血圧ＢＰの計測の手間等
の関係上、血圧計測部１１が血圧ＢＰを計測する周期は、血流計測部１２が血流量ＢＦを
計測する周期よりも長くなることが多い。
【００９８】
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　ステップＳ１１での血流量ＢＦの計測及びステップＳ１２での血圧ＢＰの計測に続いて
若しくは相前後して又は並行して、リスクレベル算出部１３３は、生体の体調が良好であ
るか否かを示す（或いは、生体の体調の状態を示す）体調リスクレベルを算出する（ステ
ップＳ１４からステップＳ１８）。尚、リスクレベル算出部１３３による体調リスクレベ
ルの算出は、体調監視装置１による生体の体調の監視動作が終了するまで継続して行われ
る（ステップＳ１９）。
【００９９】
　具体的には、リスクレベル算出部１３３は、まず、血圧保存部１３１が保存している血
圧ＢＰに基づいて、血圧リスクレベルを算出する（ステップＳ１４）。尚、血圧リスクレ
ベルは、生体の体調の状態を示す指標であって且つ血圧ＢＰの値に応じた指標である。
【０１００】
　ここで、図４を参照して、血圧リスクレベルの算出の態様の一例について説明する。図
４は、血圧リスクレベルと血圧ＢＰとの間の対応関係を示すテーブルである。
【０１０１】
　図４に示すように、リスクレベル算出部１３３は、例えば、血圧ＢＰと血圧リスクレベ
ルとの間の対応関係を示すテーブルを参照することで、血圧リスクレベルを算出してもよ
い。具体的には、リスクレベル算出部１３３は、血圧ＢＰが１６０ｍｍＨｇより大きく且
つ１８０ｍｍＨｇ以下である場合には、「１」という数値を、血圧リスクレベルとして算
出する。同様に、リスクレベル算出部１３３は、血圧ＢＰが１８０ｍｍＨｇより大きい場
合には、「２」という数値を、血圧リスクレベルとして算出する。同様に、リスクレベル
算出部１３３は、血圧ＢＰが１４０ｍｍＨｇより大きく且つ１６０ｍｍＨｇ以下である場
合には、「３」という数値を、血圧リスクレベルとして算出する。同様に、リスクレベル
算出部１３３は、血圧ＢＰが１２０ｍｍＨｇより大きく且つ１４０ｍｍＨｇ以下である場
合には、「４」という数値を、血圧リスクレベルとして算出する。同様に、リスクレベル
算出部１３３は、血圧ＢＰが１００ｍｍＨｇより大きく且つ１２０ｍｍＨｇ以下である場
合には、「５」という数値を、血圧リスクレベルとして算出する。同様に、リスクレベル
算出部１３３は、血圧ＢＰが１００ｍｍＨｇ以下である場合には、「６」という数値を、
血圧リスクレベルとして算出する。
【０１０２】
　尚、図４に示す血圧リスクレベルは、数値が大きくなるほど生体の体調が悪化している
（言い換えれば、良好でない）ことを示している。というのも、図４に示す血圧リスクレ
ベルは、主として、生体が人工透析を行っている場合の血圧ＢＰを対象としているからで
ある。生体が人工透析を行っている場合には、血圧ＢＰの低下が体調の悪化（つまり、状
態の悪化）を示すことが多い。従って、図４に示す血圧リスクレベルは、血圧ＢＰが低く
なる（つまり、人工透析中の生体の体調が悪化する）ほど、数値が大きくなっている。
【０１０３】
　但し、血圧リスクレベルは、数値が小さくなるほど生体の体調が悪化している（言い換
えれば、良好でない）ことを示してもよい。或いは、血圧リスクレベルは、その他の態様
で生体の体調を示してもよい。つまり、血圧ＢＰとの間に何らかの対応関係を有する任意
の指標であって且つ生体の体調との間に何らかの対応関係を有する任意の指標が、血圧リ
スクレベルとして用いられてもよい。
【０１０４】
　また、リスクレベル算出部１３３は、血圧ＢＰと血圧リスクレベルとの間の対応関係を
示すテーブルに加えて又は代えて、血圧ＢＰと血圧リスクレベルとの間の対応関係を示す
任意の情報（例えば、マップや、数式や、関数等）を参照することで、血圧リスクレベル
を算出してもよい。
【０１０５】
　また、リスクレベル算出部１３３は、血圧ＢＰの比例値（例えば、血圧ＢＰそのものの
値や、血圧ＢＰを所定係数Ｋで乗算することで得られる値Ｋ×ＢＰ）と血圧リスクレベル
との間の対応関係を示す任意の情報を参照することで、血圧リスクレベルを算出してもよ
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い。或いは、リスクレベル算出部１３３は、血圧ＢＰの変化率（例えば、所定の基準値（
例えば、所定時間（例えば、１０分）前の血圧ＢＰ）を基準とする現在の血圧ＢＰの変化
率）ΔＢＰと血圧リスクレベルとの間の対応関係を示す任意の情報を参照することで、血
圧リスクレベルを算出してもよい。或いは、リスクレベル算出部１３３は、血圧ＢＰの変
化の態様を示す任意の情報（例えば、所定の基準値を基準とする現在の血圧ＢＰの変化量
や、所定の基準値を基準とする現在の血圧ＢＰの比率や、所定時間当たりの血圧ＢＰの変
化量若しくは変化率や、血圧ＢＰのｎ（但し、ｎは１以上の整数）階微分値等）と血圧リ
スクレベルとの間の対応関係を示す任意の情報を参照することで、血圧リスクレベルを算
出してもよい。
【０１０６】
　また、図４に示す血圧リスクレベルと血圧ＢＰとの間の対応関係を示すテーブルは、複
数用意されていてもよい。この場合、リスクレベル算出部１３３は、複数のテーブルのう
ちの所望の一のテーブルを用いて血圧リスクレベルを算出する。後述する血流リスクレベ
ルと血流量ＢＦとの間の対応関係を示すテーブルや、後述する心拍リスクレベルと心拍数
ＨＲとの間の対応関係を示すテーブルや、後述する脈波リスクレベルと脈波振幅ＰＡとの
間の対応関係を示すテーブルについても同様である。
【０１０７】
　再度図２において、続いて、リスクレベル算出部１３３は、血流保存部１３２が保存し
ている血流量ＢＦに基づいて、血流リスクレベルを算出する（ステップＳ１５）。尚、血
流リスクレベルは、生体の体調の状態を示す指標であって且つ血流量ＢＦの値に応じた指
標である。
【０１０８】
　ここで、図５を参照して、血流リスクレベルの算出の態様の一例について説明する。図
５は、血流リスクレベルと血流量ＢＦとの間の対応関係を示すテーブルである。
【０１０９】
　図５に示すように、リスクレベル算出部１３３は、例えば、所定の基準値（例えば、所
定時間（例えば、１０分）前の血流量ＢＦ又は図２に示す体調リスクレベルの算出動作を
開始してから所定時間（例えば、１０分）経過時点の血流量ＢＦ）を基準とする現在の血
流量ＢＦの変化率ΔＢＦと血流リスクレベルとの間の対応関係を示すテーブルを参照する
ことで、血流リスクレベルを算出してもよい。
【０１１０】
　具体的には、リスクレベル算出部１３３は、血流量ＢＦの変化率ΔＢＦが－５％以上で
ある（つまり、０．９５×所定の基準値≦現在の血流量ＢＦとなる）場合には、「１」と
いう数値を、血流リスクレベルとして算出する。同様に、リスクレベル算出部１３３は、
血流量ＢＦの変化率ΔＢＦが－１０％以上であり且つ－５％未満である（つまり、０．９
０×所定の基準値≦現在の血流量ＢＦ＜０．９５×所定の基準値となる）場合には、「２
」という数値を、血流リスクレベルとして算出する。同様に、リスクレベル算出部１３３
は、血流量ＢＦの変化率ΔＢＦが－２０％以上であり且つ－１０％未満である（つまり、
０．８０×所定の基準値≦現在の血流量ＢＦ＜０．９０×所定の基準値となる）場合には
、「３」という数値を、血流リスクレベルとして算出する。同様に、リスクレベル算出部
１３３は、血流量ＢＦの変化率ΔＢＦが－３０％以上であり且つ－２０％未満である（つ
まり、０．７０×所定の基準値≦現在の血流量ＢＦ＜０．８０×所定の基準値となる）場
合には、「４」という数値を、血流リスクレベルとして算出する。同様に、リスクレベル
算出部１３３は、血流量ＢＦの変化率ΔＢＦが－４０％以上であり且つ－３０％未満であ
る（つまり、０．６０×所定の基準値≦現在の血流量ＢＦ＜０．７０×所定の基準値とな
る）場合には、「５」という数値を、血流リスクレベルとして算出する。同様に、リスク
レベル算出部１３３は、血流量ＢＦの変化率ΔＢＦが－４０％未満である（つまり、現在
の血流量ＢＦ＜０．６０×所定の基準値となる）場合には、「６」という数値を、血流リ
スクレベルとして算出する。
【０１１１】
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　尚、図５に示す血流リスクレベルは、数値が大きくなるほど生体の体調が悪化している
（言い換えれば、良好でない）ことを示している。というのも、図５に示す血流リスクレ
ベルは、主として、生体が人工透析を行っている場合の血流量ＢＦを対象としているから
である。生体が人工透析を行っている場合には、血流量ＢＦの急激な低下が体調の悪化（
つまり、状態の悪化）を示すことが多い。従って、図５に示す血流リスクレベルは、血流
量ＢＦの変化率ΔＢＦが小さくなる（つまり、血流量ＢＦが急激に低下する、言い換えれ
ば、人工透析中の生体の体調が悪化する）ほど、数値が大きくなっている。
【０１１２】
　但し、血流リスクレベルは、数値が小さくなるほど生体の体調が悪化している（言い換
えれば、良好でない）ことを示してもよい。或いは、血流リスクレベルは、その他の態様
で生体の体調を示してもよい。つまり、血流量ＢＦの変化率ΔＢＦとの間に何らかの対応
関係を有する任意の指標であって且つ生体の体調との間に何らかの対応関係を有する任意
の指標が、血流リスクレベルとして用いられてもよい。
【０１１３】
　また、リスクレベル算出部１３３は、血流量ＢＦの変化率ΔＢＦと血流リスクレベルと
の間の対応関係を示すテーブルに加えて又は代えて、血流量ＢＦの変化率ΔＢＦと血流リ
スクレベルとの間の対応関係を示す任意の情報（例えば、マップや、数式や、関数等）を
参照することで、血流リスクレベルを算出してもよい。
【０１１４】
　また、リスクレベル算出部１３３は、血流量ＢＦの比例値（例えば、血流量ＢＦそのも
のの値や、血流量ＢＦを所定係数Ｋで乗算することで得られる値Ｋ×ＢＦ）と血流リスク
レベルとの間の対応関係を示す任意の情報を参照することで、血流リスクレベルを算出し
てもよい。或いは、リスクレベル算出部１３３は、血流量ＢＦの変化の態様を示す任意の
情報（例えば、所定の基準値を基準とする現在の血流量ＢＦの変化量や、所定の基準値を
基準とする現在の血流量ＢＦの比率や、所定時間当たりの血流量ＢＦの変化量若しくは変
化率や、血流量ＢＦのｎ階微分値等）と血流リスクレベルとの間の対応関係を示す任意の
情報を参照することで、血流リスクレベルを算出してもよい。
【０１１５】
　加えて、血流量ＢＦの変化率ΔＢＦを算出する際の基準値として所定時間前の血流量Ｂ
Ｆを用いる場合には、当該所定時間は、生体毎に変更されてもよい。例えば、相対的に短
い期間における血流量ＢＦの変化の状態を監視したいという要請がある場合には、所定時
間として、相対的に短い時間（例えば、１分ないしは１０分）が設定されることが好まし
い。或いは、相対的に長い期間における血流量ＢＦの変化の状態を監視したいという要請
がある場合には、所定時間として、相対的に長い時間（例えば、５分ないしは１５分）が
設定されることが好ましい。或いは、所定時間として、血流量ＢＦの平均値に基づいて、
生体の体動や電気的ノイズを除去可能な適切な値が設定されてもよい。或いは、血流量Ｂ
Ｆの変化率ΔＢＦを算出する際の基準値として、血圧計測部１１が血圧ＢＰを計測する時
間に血流計測部１２によって計測される血流量ＢＦが用いられてもよい。上述した血圧Ｂ
Ｐの変化率ΔＢＰや後述する心拍数ＨＲの変化率ΔＨＲや後述する脈波振幅ＰＡの変化率
ΔＰＡを算出する場合にもおいても同様である。
【０１１６】
　尚、血流リスクレベルと血流量ＢＦとの間の対応関係を示すテーブルが複数用意されて
もよいことは上述した通りである。このとき、図５に示すように、血流リスクレベルと血
流量ＢＦの「変化率ΔＢＦ」との間の対応関係を示すテーブルが用いられる場合には、複
数の基準値に対応する複数のテーブルが用意されてもよい。例えば、(i)所定時間（例え
ば、１０分）前の血流量ＢＦを基準とする現在の血流量ＢＦの変化率ΔＢＦ１と血流リス
クレベルとの間の対応関係を示すテーブルと、(ii)図２に示す体調リスクレベルの算出動
作を開始してから所定時間（例えば、１０分）経過時点の血流量ＢＦを基準とする現在の
血流量ＢＦの変化率ΔＢＦ２と血流リスクレベルとの間の対応関係を示すテーブルとが用
意されてもよい。後述する「心拍数ＨＲの変化率ΔＨＲ」及び後述する「脈波振幅ＰＡの
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変化率ΔＰＡ」並びに上述した「血圧ＢＰの変化率ΔＢＰ」についても同様である。
【０１１７】
　再度図２において、続いて、リスクレベル算出部１３３は、血流保存部１３２が保存し
ている心拍数ＨＲに基づいて、心拍リスクレベルを算出する（ステップＳ１６）。尚、心
拍リスクレベルは、生体の体調の状態を示す指標であって且つ心拍数ＨＲの値に応じた指
標である。
【０１１８】
　ここで、図６を参照して、心拍リスクレベルの算出の態様の一例について説明する。図
６は、心拍リスクレベルと心拍数ＨＲとの間の対応関係を示すテーブルである。
【０１１９】
　図６に示すように、リスクレベル算出部１３３は、例えば、所定の基準値（例えば、所
定時間（例えば、１０分）前の心拍数ＨＲ又は図２に示す体調リスクレベルの算出動作を
開始してから所定時間（例えば、１０分）経過時点の心拍数ＨＲ）を基準とする現在の心
拍数ＨＲの変化率ΔＨＲと心拍リスクレベルとの間の対応関係を示すテーブルを参照する
ことで、心拍リスクレベルを算出してもよい。
【０１２０】
　具体的には、リスクレベル算出部１３３は、心拍数ＨＲの変化率ΔＨＲの絶対値が５％
以下である（つまり、｜０．９５×所定の基準値｜≦｜現在の心拍数ＨＲ｜となる）場合
には、「１」という数値を、心拍リスクレベルとして算出する。同様に、リスクレベル算
出部１３３は、心拍数ＨＲの変化率ΔＨＲの絶対値が５％より大きく且つ１０％以下であ
る（つまり、｜０．９０×所定の基準値｜≦｜現在の心拍数ＨＲ｜＜｜０．９５×所定の
基準値｜となる）場合には、「２」という数値を、心拍リスクレベルとして算出する。同
様に、リスクレベル算出部１３３は、心拍数ＨＲの変化率ΔＨＲの絶対値が１０％より大
きく且つ２０％以下である（つまり、｜０．８０×所定の基準値｜≦｜現在の心拍数ＨＲ
｜＜｜０．９０×所定の基準値｜となる）場合には、「３」という数値を、心拍リスクレ
ベルとして算出する。同様に、リスクレベル算出部１３３は、心拍数ＨＲの変化率ΔＨＲ
の絶対値が２０％より大きく且つ３０％以下である（つまり、｜０．７０×所定の基準値
｜≦｜現在の心拍数ＨＲ｜＜｜０．８０×所定の基準値｜となる）場合には、「４」とい
う数値を、心拍リスクレベルとして算出する。同様に、リスクレベル算出部１３３は、心
拍数ＨＲの変化率ΔＨＲの絶対値が３０％より大きく且つ４０％以下である（つまり、｜
０．６０×所定の基準値｜≦｜現在の心拍数ＨＲ｜＜｜０．７０×所定の基準値｜となる
）場合には、「５」という数値を、心拍リスクレベルとして算出する。同様に、リスクレ
ベル算出部１３３は、心拍数ＨＲの変化率ΔＨＲの絶対値が４０％より大きくなる（つま
り、｜現在の心拍数ＨＲ｜＜｜０．６０×所定の基準値｜となる）場合には、「６」とい
う数値を、心拍リスクレベルとして算出する。
【０１２１】
　尚、図６に示す心拍リスクレベルは、数値が大きくなるほど生体の体調が悪化している
（言い換えれば、良好でない）ことを示している。というのも、図６に示す心拍リスクレ
ベルは、主として、生体が人工透析を行っている場合の心拍数ＨＲを対象としているから
である。生体が人工透析を行っている場合には、心拍数ＨＲの急激な変動が体調の悪化（
つまり、状態の悪化）を示すことが多い。従って、図６に示す心拍リスクレベルは、心拍
数ＨＲの変化率ΔＨＲの絶対値が大きくなる（つまり、心拍数ＨＲが急激に変化する、言
い換えれば、人工透析中の生体の体調が悪化する）ほど、数値が大きくなっている。
【０１２２】
　但し、心拍リスクレベルは、数値が小さくなるほど生体の体調が悪化している（言い換
えれば、良好でない）ことを示してもよい。或いは、心拍リスクレベルは、その他の態様
で生体の体調を示してもよい。つまり、心拍数ＨＲの変化率ΔＨＲとの間に何らかの対応
関係を有する任意の指標であって且つ生体の体調との間に何らかの対応関係を有する指標
が、心拍リスクレベルとして用いられてもよい。
【０１２３】
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　また、リスクレベル算出部１３３は、心拍数ＨＲの変化率ΔＨＲと心拍リスクレベルと
の間の対応関係を示すテーブルに加えて又は代えて、心拍数ＨＲの変化率ΔＨＲと心拍リ
スクレベルとの間の対応関係を示す任意の情報（例えば、マップや、数式や、関数等）を
参照することで、血流リスクレベルを算出してもよい。
【０１２４】
　また、リスクレベル算出部１３３は、心拍数ＨＲの比例値（例えば、心拍数ＨＲそのも
のの値や、心拍数ＨＲを所定係数Ｋで乗算することで得られる値Ｋ×ＨＲ）と心拍リスク
レベルとの間の対応関係を示す任意の情報を参照することで、心拍リスクレベルを算出し
てもよい。或いは、リスクレベル算出部１３３は、心拍数ＨＲの変化の態様を示す任意の
情報（例えば、所定の基準値を基準とする現在の心拍数ＨＲの変化量や、所定の基準値を
基準とする現在の心拍数ＨＲの比率や、所定時間当たりの心拍数ＨＲの変化量若しくは変
化率や、心拍数ＨＲのｎ階微分値等）と心拍リスクレベルとの間の対応関係を示す任意の
情報を参照することで、心拍リスクレベルを算出してもよい。
【０１２５】
　再度図２において、続いて、リスクレベル算出部１３３は、血流保存部１３２が保存し
ている脈波振幅ＰＡに基づいて、脈波リスクレベルを算出する（ステップＳ１７）。尚、
脈波リスクレベルは、生体の体調の状態を示す指標であって且つ脈波振幅ＰＡの値に応じ
た指標である。
【０１２６】
　ここで、図７を参照して、脈波リスクレベルの算出の態様の一例について説明する。図
７は、脈波リスクレベルと脈波振幅ＰＡとの間の対応関係を示すテーブルである。
【０１２７】
　図７に示すように、リスクレベル算出部１３３は、例えば、所定の基準値（例えば、所
定時間（例えば、１０分）前の脈波振幅ＰＡ又は図２に示す体調リスクレベルの算出動作
を開始してから所定時間（例えば、１０分）経過時点の脈波振幅ＰＡ）を基準とする現在
の脈波振幅ＰＡの変化率ΔＰＡと脈波リスクレベルとの間の対応関係を示すテーブルを参
照することで、脈波リスクレベルを算出してもよい。
【０１２８】
　具体的には、リスクレベル算出部１３３は、脈波振幅ＰＡの変化率ΔＰＡが－５％以上
である（つまり、０．９５×所定の基準値≦現在の脈波振幅となる）場合には、「１」と
いう数値を、脈波リスクレベルとして算出する。同様に、リスクレベル算出部１３３は、
脈波振幅ＰＡの変化率ΔＰＡが－１０％以上であり且つ－５％未満である（つまり、０．
９０×所定の基準値≦現在の脈波振幅ＰＡ＜０．９５×所定の基準値となる）場合には、
「２」という数値を、血流リスクレベルとして算出する。同様に、リスクレベル算出部１
３３は、脈波振幅ＰＡの変化率ΔＰＡが－２０％以上であり且つ－１０％未満である（つ
まり、０．８０×所定の基準値≦現在の脈波振幅ＰＡ＜０．９０×所定の基準値となる）
場合には、「３」という数値を、血流リスクレベルとして算出する。同様に、リスクレベ
ル算出部１３３は、脈波振幅ＰＡの変化率ΔＰＡが－３０％以上であり且つ－２０％未満
である（つまり、０．７０×所定の基準値≦現在の脈波振幅ＰＡ＜０．８０×所定の基準
値となる）場合には、「４」という数値を、血流リスクレベルとして算出する。同様に、
リスクレベル算出部１３３は、脈波振幅ＰＡの変化率ΔＰＡが－４０％以上であり且つ－
３０％未満である（つまり、０．６０×所定の基準値≦現在の脈波振幅ＰＡ＜０．７０×
所定の基準値となる）場合には、「５」という数値を、血流リスクレベルとして算出する
。同様に、リスクレベル算出部１３３は、脈波振幅ＰＡの変化率ΔＰＡが－４０％未満で
ある（つまり、現在の脈波振幅ＰＡ＜０．６０×所定の基準値となる）場合には、「６」
という数値を、血流リスクレベルとして算出する。
【０１２９】
　尚、図７に示す脈波リスクレベルは、数値が大きくなるほど生体の体調が悪化している
（言い換えれば、良好でない）ことを示している。というのも、図７に示す脈波リスクレ
ベルは、主として、生体が人工透析を行っている場合の脈波振幅ＰＡを対象としているか
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らである。生体が人工透析を行っている場合には、脈波振幅ＰＡの急激な低下が体調の悪
化（つまり、状態の悪化）を示すことが多い。従って、図７に示す脈波リスクレベルは、
脈波振幅ＰＡの変化率ΔＰＡが小さくなる（つまり、脈波振幅ＰＡが急激に低下する、言
い換えれば、人工透析中の生体の体調が悪化する）ほど、数値が大きくなっている。
【０１３０】
　但し、脈波リスクレベルは、数値が小さくなるほど生体の体調が悪化している（言い換
えれば、良好でない）ことを示してもよい。或いは、脈波リスクレベルは、その他の態様
で生体の体調を示してもよい。つまり、脈波振幅ＰＡの変化率ΔＰＡとの間に何らかの対
応関係を有する任意の指標であって且つ生体の体調との間に何らかの対応関係を有する任
意の指標が、脈波リスクレベルとして用いられてもよい。
【０１３１】
　また、リスクレベル算出部１３３は、脈波振幅ＰＡの変化率ΔＰＡと脈波リスクレベル
との間の対応関係を示すテーブルに加えて又は代えて、脈波振幅ＰＡの変化率ΔＰＡと脈
波リスクレベルとの間の対応関係を示す任意の情報（例えば、マップや、数式や、関数等
）を参照することで、脈波リスクレベルを算出してもよい。
【０１３２】
　また、リスクレベル算出部１３３は、脈波振幅ＰＡの比例値（例えば、脈波振幅ＰＡそ
のものの値や、脈波振幅ＰＡを所定係数Ｋで乗算することで得られる値Ｋ×ＰＡ）と脈波
リスクレベルとの間の対応関係を示す任意の情報を参照することで、脈波リスクレベルを
算出してもよい。或いは、リスクレベル算出部１３３は、脈波振幅ＰＡの変化の態様を示
す任意の情報（例えば、所定の基準値を基準とする現在の脈波振幅ＰＡの変化量や、所定
の基準値を基準とする現在の脈波振幅ＰＡの比率や、所定時間当たりの脈波振幅ＰＡの変
化量若しくは変化率や、脈波振幅ＰＡのｎ階微分値等）ΔＰＡと脈波リスクレベルとの間
の対応関係を示す任意の情報を参照することで、脈波リスクレベルを算出してもよい。
【０１３３】
　再度図２において、続いて、リスクレベル算出部１３３は、ステップＳ１４で算出した
血圧リスクレベル、ステップＳ１５で算出した血流リスクレベル、ステップＳ１６で算出
した心拍リスクレベル及びステップＳ１７で算出した脈波リスクレベルに基づいて、生体
の体調が良好であるか否かを示す（或いは、生体の体調の状態を示す）体調リスクレベル
を算出する（ステップＳ１８）。特に、第１実施例では、リスクレベル算出部１３３は、
血圧リスクレベル、血流リスクレベル、心拍リスクレベル及び脈波リスクレベルのみなら
ず、入力部１４が入力を受け付けた算出パラメータにも基づいて、体調リスクレベルを算
出する。
【０１３４】
　このため、第１実施例では、ステップＳ１１での血流量ＢＦの計測及びステップＳ１２
での血圧ＢＰの計測に続いて若しくは相前後して又は並行して、入力部１４は、体調監視
装置１の外部から体調監視装置１のユーザによって入力される算出パラメータの入力を受
け付ける（ステップＳ１３）。このとき、入力部１５は、生体毎に（つまり、個人毎に）
区別可能な態様で、算出パラメータの入力を受け付けることが好ましい。
【０１３５】
　このとき、入力部１４は、算出パラメータの入力をユーザに促すための表示画面（以降
、適宜“パラメータ入力画面”と称する）を表示するように表示部１５を制御すると共に
、当該パラメータ入力画面を介して算出パラメータの入力を受け付けてもよい。
【０１３６】
　ここで、図８及び図９を参照して、パラメータ入力画面について説明する。図８及び図
９は、パラメータ入力画面の一例を示す平面図である。
【０１３７】
　図８に示すように、表示部１５に表示されるパラメータ入力画面は、体調リスクレベル
を算出する際の血圧リスクレベルの重み付け（言い換えれば、寄与度）を示す重み付け係
数ＢＰｗの入力を受け付けるためのＧＵＩ（Ｇｒａｐｈｉｃ　Ｕｓｅｒ　Ｉｎｔｅｒｆａ
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ｃｅ）２０１と、体調リスクレベルを算出する際の血流リスクレベルの重み付けを示す重
み付け係数ΔＢＦｗの入力を受け付けるためのＧＵＩ２０２と、体調リスクレベルを算出
する際の心拍リスクレベルの重み付けを示す重み付け係数ΔＨＲｗの入力を受け付けるた
めのＧＵＩ２０３と、体調リスクレベルを算出する際の脈波リスクレベルの重み付けを示
す重み付け係数ΔＰＡｗの入力を受け付けるためのＧＵＩ２０４を備えている。図８は、
重み付け係数ＢＰｗとして「２」という数値が入力され、重み付け係数ΔＢＦｗとして「
１」という数値が入力され、重み付け係数ΔＨＲｗとして「１」という数値が入力され、
重み付け係数ΔＰＡｗとして「０」という数値が入力されている例を示している。
【０１３８】
　尚、第１実施例では、血圧リスクレベルが血圧ＢＰそのものから算出されている。従っ
て、重み付け係数ＢＰｗは、血圧ＢＰそのものから算出される血流リスクレベルの重み付
けを示している。しかしながら、パラメータ入力画面は、重み付け係数ＢＰｗの入力を受
け付けるＧＵＩ２０１に加えて又は代えて、血圧ＢＰの変化率ΔＢＰ又は変化状態から算
出される血流リスクレベルの重み付けを示す重み付け係数ΔＢＰｗの入力を受け付けるた
めのＧＵＩを備えていてもよい。
【０１３９】
　同様に、第１実施例では、血流リスクレベルが血流量ＢＦの変化率ΔＢＦから算出され
ている。従って、重み付け係数ΔＢＦｗは、血流量ＢＦの変化率ΔＢＦから算出される血
流リスクレベルの重み付けを示している。しかしながら、パラメータ入力画面は、重み付
け係数ΔＢＦｗの入力を受け付けるＧＵＩ２０２に加えて又は代えて、血流量ＢＦの比例
値から算出される血流リスクレベルの重み付けを示す重み付け係数ＢＦｗの入力を受け付
けるためのＧＵＩを備えていてもよい。心拍数ＨＲ及び脈波振幅ＰＡについても同様であ
る。
【０１４０】
　加えて、パラメータ入力画面は、体調リスクレベルを算出する際の体調リスクレベルの
初期値を規定するリスク初期値ＯＦＳの入力を受け付けるＧＵＩ２１１と、体調リスクレ
ベルを算出する際の体調リスクレベルの感度を規定するリスク感度ｓの入力を受け付ける
ＧＵＩ２１２と、尚、リスク感度ｓは、血圧リスクレベル、血流リスクレベル、心拍リス
クレベル及び脈波リスクレベルから算出される暫定的な体調リスクレベルを事後的に調整
するための指標である。リスク感度ｓは、典型的には暫定的な体調リスクレベルに対して
掛け合わせられる指標となる。つまり、上述した重み付け係数ＢＰｗ等が対応する個別の
リスクレベルに対する重み付け処理のために個別に用いられるのに対して、リスク感度ｓ
は、体調リスクレベル全体に対する重み付け処理（言い換えれば、暫定的な体調リスクレ
ベルの事後的な調整）のために用いられる。
【０１４１】
　例えば、体調監視装置１による体調の監視を開始する時点で生体の体調が既に悪化して
いる場合には、生体の体調が悪化していない場合と比較して、リスク初期値ＯＦＳとして
相対的に大きな値が入力されることが好ましい。或いは、体調監視装置１による体調の監
視が既に行われている期間中に、算出される体調リスクレベルと生体の体調の実際の状態
との間に齟齬がある場合には、当該齟齬を解消するようにリスク初期値ＯＦＳが入力され
てもよい。リスク感度ｓについても同様である。
【０１４２】
　尚、リスク初期値ＯＦＳ及びリスク感度ｓは、体調監視装置１による生体の体調の監視
が開始してからの経過時間に応じて区別可能な態様で入力されてもよい。この場合、パラ
メータ入力画面に含まれるリスク初期値ＯＦＳの入力を受け付けるＧＵＩ２１１は、経過
時間を入力可能なアイコンを更に備えていることが好ましい。同様に、リスク感度ｓの入
力を受け付けるＧＵＩ２１２は、経過時間を入力可能なアイコンを更に備えていることが
好ましい。尚、図８に示すパラメータ入力画面は、経過時間とリスク感度ｓとの対応関係
を示すグラフ２１３を表示している。
【０１４３】
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　加えて、パラメータ入力画面は、体調の監視対象となっている生体が患っている疾患の
入力を受け付けるＧＵＩ２２１と、体調の監視対象となっている生体が服用している薬剤
の入力を受け付けるＧＵＩ２２２と、体調の監視対象となっている生体が心臓ペースメー
カを使用しているか否かについての入力を受け付けるＧＵＩ２２３とを備えている。
【０１４４】
　加えて、パラメータ入力画面は、上述した血圧ＢＰの変化率ΔＢＰ、血流量ＢＦの変化
率ΔＢＦ、心拍数ＨＲの変化率ΔＨＲ及び脈波振幅ＰＡの変化率ΔＰＡを算出する際の基
準値の入力を受け付けるＧＵＩ２３１を備えている。尚、第１実施例では、基準値は、所
定時刻の計測値（血圧ＢＰ、血流量ＢＦ、心拍数ＨＲ及び脈波振幅ＰＡ）となる。従って
、図８は、算出パラメータの一例である基準値として、「基準時刻」が入力される例を示
している。具体的には、図８は、「現在の時刻を基準として１０分前」及び「図２に示す
体調リスクレベルの算出動作を開始してから２０分経過時点」が基準時刻として入力され
ている例を示している。
【０１４５】
　加えて、図９に示すように、表示部１５に表示されるパラメータ入力画面は、体調リス
クレベルに応じた警報が発令された場合の生体の状態の入力を受け付けるＧＵＩ２３１及
びＧＵＩ２３２を備えている。例えば、体調リスクレベルに応じて生体の体調が良好でな
い旨の警報が発令された場合に生体の体調の実際の状態が良好であった場合には、体調監
視装置１のユーザは、体調が良好（言い換えれば、通常通り）であることを示すために、
ＧＵＩ２３２を選択する。その結果、発令された警報が有用ではなかったことを示す情報
が、算出パラメータとして入力される。一方で、例えば、体調リスクレベルに応じて生体
の体調が良好でない旨の警報が発令された場合に生体の体調の実際の状態が良好でなかっ
た場合には、体調監視装置１のユーザは、体調が良好でない（言い換えれば、要注意）で
あることを示すために、ＧＵＩ２３１を選択する。その結果、発令された警報が有用であ
ったことを示す情報が、算出パラメータとして入力される。
【０１４６】
　尚、図９に示すパラメータ入力画面には、体調リスクレベルの現在の状態や、血圧リス
クレベルの現在の状態や、血流リスクレベルの現在の状態や、心拍リスクレベルの現在の
状態や、脈波リスクレベルの現在の状態等が表示されている。
【０１４７】
　再び図２において、このように入力される算出パラメータを用いて、リスクレベル算出
部１３３は、体調リスクレベルを算出する（ステップＳ１９）。
【０１４８】
　例えば、算出パラメータとして、上述した重み付け係数ＢＰｗ、重み付け係数ΔＢＦｗ
、重み付け係数ΔＨＲｗ及び重み付け係数ΔＰＡｗが入力された場合を例にあげる。この
場合、リスクレベル算出部１３３は、重み付け係数ＢＰｗと血圧リスクレベルとの乗算値
と、重み付け係数ΔＢＦｗと血流リスクレベルとの乗算値と、重み付け係数ΔＨＲｗと心
拍リスクレベルとの乗算値と、重み付け係数ΔＰＡｗと脈波リスクレベルとの乗算値とを
加算することで得られる値を、体調リスクレベルとして算出してもよい。つまり、リスク
レベル算出部１３３は、体調リスクレベル＝重み付け係数ＢＰｗ×血圧リスクレベル＋重
み付け係数ΔＢＦｗ×血流リスクレベル＋重み付け係数ΔＨＲｗ×心拍リスクレベル＋重
み付け係数ΔＰＡｗ×脈波リスクレベルという数式を用いて、体調リスクレベルを算出し
てもよい。
【０１４９】
　ここで、図１０を参照して、重み付け係数ＢＰｗ、重み付け係数ΔＢＦｗ、重み付け係
数ΔＨＲｗ及び重み付け係数ΔＰＡｗの具体的な例について説明する。図１０は、重み付
け係数ＢＰｗ、重み付け係数ΔＢＦｗ、重み付け係数ΔＨＲｗ及び重み付け係数ΔＰＡｗ
の具体的な例を示すテーブルである。
【０１５０】
　図１０に示すように、重み付け係数ＢＰｗとして「２」という数値が入力され、重み付
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け係数ΔＢＦｗとして「３」という数値が入力され、重み付け係数ΔＨＲｗとして「１」
という数値が入力され、重み付け係数ΔＰＡｗとして「１」という数値が入力されている
ものとする。この場合、リスクレベル算出部１３３は、体調リスクレベル＝２×血圧リス
クレベル＋３×血流リスクレベル＋１×心拍リスクレベル＋１×脈波リスクレベルという
数式を用いて、体調リスクレベルを算出してもよい。
【０１５１】
　但し、リスクレベル算出部１３３は、重み付け係数ＢＰｗと血圧リスクレベルとの乗算
値と、重み付け係数ΔＢＦｗと血流リスクレベルとの乗算値と、重み付け係数ΔＨＲｗと
心拍リスクレベルとの乗算値と、重み付け係数ΔＰＡｗと脈波リスクレベルとの乗算値と
を互いに乗算することで得られる値を、体調リスクレベルとして算出してもよい。つまり
、リスクレベル算出部１３３は、体調リスクレベル＝重み付け係数ＢＰｗ×血圧リスクレ
ベル×重み付け係数ΔＢＦｗ×血流リスクレベル×重み付け係数ΔＨＲｗ×心拍リスクレ
ベル×重み付け係数ΔＰＡｗ×脈波リスクレベルという数式を用いて、体調リスクレベル
を算出してもよい。
【０１５２】
　或いは、リスクレベル算出部１３３は、血圧リスクレベルと血流リスクレベルと心拍リ
スクレベルと脈波リスクレベルとを変数とする任意の関数に基づいて、体調リスクレベル
を算出してもよい。つまり、リスクレベル算出部１３３は、体調リスクレベル＝ｆ（重み
付け係数ＢＰｗ×血圧リスクレベル、重み付け係数ΔＢＦｗ×血流リスクレベル、重み付
け係数ΔＨＲｗ×心拍リスクレベル、重み付け係数ΔＰＡｗ×脈波リスクレベル）という
関数を用いて、体調リスクレベルを算出してもよい。或いは、リスクレベル算出部１３３
は、血圧リスクレベルと血流リスクレベルと心拍リスクレベルと脈波リスクレベルと重み
付け係数ＢＰｗと重み付け係数ΔＢＦｗと重み付け係数ΔＨＲｗと重み付け係数ΔＰＡｗ
とから、何らかの手法を用いて体調リスクレベルを算出してもよい。
【０１５３】
　続いて、算出パラメータとして、上述したリスク初期値ＯＦＳ及びリスク感度ｓが入力
された場合を例にあげる。この場合、リスクレベル算出部１３３は、血圧リスクレベルと
血流リスクレベルと心拍リスクレベルと脈波リスクレベルとの加算値に対してリスク感度
ｓを乗算することで得られる値を、リスク初期値ＯＦＳに加算することで、体調リスクレ
ベルを算出してもよい。つまり、リスクレベル算出部１３３は、体調リスクレベル＝リス
ク初期値ＯＦＳ＋リスク感度ｓ×（血圧リスクレベル＋血流リスクレベル＋心拍リスクレ
ベル＋脈波リスクレベル）という数式を用いて、体調リスクレベルを算出してもよい。
【０１５４】
　尚、リスク初期値ＯＦＳ及びリスク感度ｓに加えて、重み付け係数ＢＰｗ、重み付け係
数ΔＢＦｗ、重み付け係数ΔＨＲｗ及び重み付け係数ΔＰＡｗが算出パラメータとして入
力される場合には、リスクレベル算出部１３３は、体調リスクレベル＝リスク初期値ＯＦ
Ｓ＋リスク感度ｓ×（重み付け係数ＢＰｗ×血圧リスクレベル＋重み付け係数ΔＢＦｗ×
血流リスクレベル＋重み付け係数ΔＨＲｗ×心拍リスクレベル＋重み付け係数ΔＰＡｗ×
脈波リスクレベル）という数式を用いて、体調リスクレベルを算出してもよい。
【０１５５】
　続いて、算出パラメータとして、生体が患っている疾患を示す情報、生体が服用してい
る薬剤を示す情報及び生体が心臓ペースメーカを使用しているか否かを示す情報が入力さ
れた場合について説明する。この場合には、リスク算出部１３３は、入力された算出パラ
メータに応じて、上述した重み付け係数ＢＰｗ、重み付け係数ΔＢＦｗ、重み付け係数Δ
ＨＲｗ及び重み付け係数ΔＰＡｗのうちの少なくとも一つを自動的に設定してもよい。
【０１５６】
　例えば、生体が患っている疾患によっては、血圧ＢＰ、血流量ＢＦ、心拍数ＨＲ及び脈
波振幅ＰＡのうちの少なくとも一つが正常に計測できない又は血圧ＢＰ、血流量ＢＦ、心
拍数ＨＲ及び脈波振幅ＰＡのうちの少なくとも一つに含まれる有益な情報が相対的に減っ
てしまうおそれがある。従って、生体が患っている疾患に応じて、リスク算出部１３３は
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、正常に計測することができない又は有益な情報が相対的に減ってしまう計測対象値に対
応する重み付け係数として、相対的に小さな値（例えば、１未満の値や、０等）を設定し
てもよい。
【０１５７】
　或いは、例えば、生体が患っている疾患によっては、血圧ＢＰ、血流量ＢＦ、心拍数Ｈ
Ｒ及び脈波振幅ＰＡのうちの少なくとも一つを重点的に監視することで生体の体調を好適
に監視することができる場合がある。従って、生体が患っている疾患に応じて、リスク算
出部１３３は、重点的に監視することが好ましい計測対象値に対応する重み付け係数とし
て、相対的に大きな値（例えば、１以上の値）を設定してもよい。
【０１５８】
　例えば、生体が服用している薬剤によっては、血圧ＢＰ、血流量ＢＦ、心拍数ＨＲ及び
脈波振幅ＰＡのうちの少なくとも一つが正常に計測できない又は血圧ＢＰ、血流量ＢＦ、
心拍数ＨＲ及び脈波振幅ＰＡのうちの少なくとも一つに含まれる有益な情報が相対的に減
ってしまうおそれがある。従って、生体が服用している薬剤に応じて、リスク算出部１３
３は、正常に計測することができない又は有益な情報が相対的に減ってしまう計測対象値
に対応する重み付け係数として、相対的に小さな値（例えば、１未満の値や、０等）を設
定してもよい。
【０１５９】
　或いは、例えば、生体が服用している薬剤によっては、血圧ＢＰ、血流量ＢＦ、心拍数
ＨＲ及び脈波振幅ＰＡのうちの少なくとも一つを重点的に監視することで生体の体調を好
適に監視することができる場合がある。従って、生体が服用している薬剤に応じて、リス
ク算出部１３３は、重点的に監視することが好ましい計測対象値に対応する重み付け係数
として、相対的に大きな値（例えば、１以上の値）を設定してもよい。
【０１６０】
　或いは、例えば、生体が心臓ペースメーカを使用している場合には、心拍数ＨＲが正常
に計測できない又は心拍数ＨＲに含まれる有益な情報が相対的に減ってしまうおそれがあ
る。従って、生体が心臓ペースメーカを使用している場合には、リスク算出部１３３は、
心拍数ＨＲに対応する重み付け係数ΔＨＲｗが他の重み付け係数ＢＰｗ、重み付け係数Δ
ＢＦｗ及び重み付け係数ΔＰＡｗよりも小さくなるように、心拍数ＨＲに対応する重み付
け係数ΔＨＲｗを設定する。或いは、リスク算出部１３３は、心拍数ＨＲに対応する重み
付け係数ΔＨＲｗとして「０」を設定してもよい。
【０１６１】
　ここで、図１１を参照して、生体が患っている疾患を示す情報、生体が服用している薬
剤を示す情報及び生体が心臓ペースメーカを使用しているか否かを示す情報に応じて設定
される重み付け係数ＢＰｗ、重み付け係数ΔＢＦｗ、重み付け係数ΔＨＲｗ及び重み付け
係数ΔＰＡｗの具体的な例について説明する。図１１は、生体が患っている疾患を示す情
報、生体が服用している薬剤を示す情報及び生体が心臓ペースメーカを使用しているか否
かを示す情報に応じて設定される重み付け係数ＢＰｗ、重み付け係数ΔＢＦｗ、重み付け
係数ΔＨＲｗ及び重み付け係数ΔＰＡｗの具体的な例を示すテーブルである。
【０１６２】
　図１１に示すように、生体が心臓ペースメーカを使用していることを示す情報が算出パ
ラメータとして入力された場合には、血圧ＢＰに対応する重み付け係数ＢＰｗ、血流量Ｂ
Ｆに対応する重み付け係数ΔＢＦｗ及び脈波振幅ＰＡに対応する重み付け係数ΔＰＡｗと
して「１」が設定される一方で、心拍ＨＲに対応する重み付け係数ΔＨＲｗとして「０」
が設定されてもよい。
【０１６３】
　図１１に示すように、生体が疾患Ａを患っていることを示す情報が算出パラメータとし
て入力された場合には、血圧ＢＰに対応する重み付け係数ＢＰｗとして「２」が設定され
、心拍数ＨＲに対応する重み付け係数ΔＨＲｗ及び脈波振幅ＰＡに対応する重み付け係数
ΔＰＡｗとして「１」が設定され、血流量ＢＦに対応する重み付け係数ΔＢＦｗとして「
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０」が設定されてもよい。
【０１６４】
　図１１に示すように、生体が疾患Ｂを患っていることを示す情報が算出パラメータとし
て入力された場合には、血圧ＢＰに対応する重み付け係数ＢＰｗとして「１．５」が設定
され、心拍数ＨＲに対応する重み付け係数ΔＨＲｗとして「１」が設定され、血流量ＢＦ
に対応する重み付け係数ΔＢＦｗ及び脈波振幅ＰＡに対応する重み付け係数ΔＰＡｗとし
て「０」が設定されてもよい。
【０１６５】
　図１１に示すように、生体が薬剤Ａを服用していることを示す情報が算出パラメ０．３
」が設定され、血流量ＢＦに対応する重み付け係数ΔＢＦｗ、心拍数ＨＲに対応する重み
付け係数ΔＨＲｗ及び脈波振幅ＰＡに対応する重み付け係数ΔＰＡｗとして「１」が設定
されてもよい。
【０１６６】
　図１１に示すように、生体が薬剤Ｂを服用していることを示す情報が算出パラメ０．８
」が設定され、血流量ＢＦに対応する重み付け係数ΔＢＦｗ、心拍数ＨＲに対応する重み
付け係数ΔＨＲｗ及び脈波振幅ＰＡに対応する重み付け係数ΔＰＡｗとして「１」が設定
されてもよい。
【０１６７】
　続いて、算出パラメータとして、血圧ＢＰの変化率ΔＢＰ、血流量ＢＦの変化率ΔＢＦ
、心拍数ＨＲの変化率ΔＨＲ及び脈波振幅ＰＡの変化率ΔＰＡを算出する際の基準値（つ
まり、第１実施例では「基準時刻」）が入力された場合について説明する。この場合には
、リスク算出部１３３は、入力された算出パラメータに応じて、上述した血圧ＢＰの変化
率ΔＢＰ、血流量ＢＦの変化率ΔＢＦ、心拍数ＨＲの変化率ΔＨＲ及び脈波振幅ＰＡの変
化率ΔＰＡを算出してもよい。
【０１６８】
　続いて、算出パラメータとして、発令された警報が有用であったか否かを示す情報が入
力された場合について説明する。この場合には、リスク算出部１３３は、入力された算出
パラメータに応じて、上述したリスク初期値ＯＦＳ及びリスク感度ｓのうちの少なくとも
一つを自動的に設定してもよい。言い換えれば、リスク算出部１３３は、算出パラメータ
として入力されるリスク初期値ＯＦＳ及びリスク感度ｓのうちの少なくとも一つを、発令
された警報が有用であったか否かを示す情報に応じて適宜更新してもよい。更に、リスク
算出部１３３は、経過時間に対するリスク初期値ＯＦＳ及びリスク感度ｓのうちの少なく
とも一つの重みを更新してもよい。
【０１６９】
　例えば、警報が有用でなかった場合には、算出された体調リスクレベルが過度に大きな
値になっているものと推測される。従って、この場合には、リスクレベル算出部１３３は
、リスク初期値ＯＦＳ及びリスク感度ｓのうちの少なくとも一つが減少する（つまり、過
度に大きな体調リスクレベルが算出されにくくなる）ように、リスク初期値ＯＦＳ及びリ
スク感度ｓのうちの少なくとも一つを設定してもよい。
【０１７０】
　或いは、例えば、警報が有用であった場合には、生体の体調が相対的に良好ではないが
ゆえに、監視の精度又は強度を相対的に高めることが好ましいとも考えられる。従って、
この場合には、リスクレベル算出部１３３は、リスク初期値ＯＦＳ及びリスク感度ｓのう
ちの少なくとも一つが増加する（つまり、相対的に大きな体調リスクレベルが算出されや
すくなる）ように、リスク初期値ＯＦＳ及びリスク感度ｓのうちの少なくとも一つを設定
してもよい。
【０１７１】
　尚、設定されるリスク感度ｓ（特に、経過時間に対応付けられているリスク感度ｓ）の
具体例は、図１２に示されている。
【０１７２】
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　以上説明したように、第１実施例の体調監視装置１は、血圧計測部１１が計測した血圧
ＢＰ及び血流計測部１２が計測した血流量ＢＦ、血流計測部１２が計測した血流量ＢＦか
ら算出される心拍数ＨＲ及び脈波振幅ＰＡ、並びに入力部１４が入力を受け付ける算出パ
ラメータの夫々に基づいて、体調リスクレベルを算出することができる。つまり、第１実
施例の体調監視装置１は、各種計測部が計測した計測値（つまり、血圧ＢＰ、血流量ＢＦ
、心拍数ＨＲ及び脈波振幅ＰＡ）のみに基づいて体調リスクレベルを算出することに代え
て、計測値及びユーザによって入力される算出パラメータの夫々に基づいて体調リスクレ
ベルを算出することができる。従って、第１実施例の体調監視装置１は、計測値のみに基
づいて体調リスクレベルを算出する（言い換えれば、算出パラメータに基づくことなく体
調リスクレベルを算出する）比較例の体調監視装置と比較して、生体の体調をより好適に
（例えば、より高精度に）監視することができる。
【０１７３】
　尚、上述した説明では、リスクレベル算出部１３３は、血圧リスクレベル、血流リスク
レベル、心拍リスクレベル及び脈波リスクレベル並びに算出パラメータに基づいて、体調
リスクレベルを算出している。しかしながら、リスクレベル算出部１３３は、血圧リスク
レベル、血流リスクレベル、心拍リスクレベル及び脈波リスクレベルの少なくとも一つ並
びに算出パラメータに基づいて、体調リスクレベルを算出してもよい。
【０１７４】
　（２）第２実施例
　続いて、図１３から図１４を参照しながら、第２実施例の体調監視装置２について説明
を進める。尚、以下の説明では、第１実施例の体調監視装置１と同一の構成及び動作につ
いては、同一の参照符号及びステップ番号を付してその詳細な説明を省略する。
【０１７５】
　（２－１）体調監視装置の構成
　はじめに、図１３を参照しながら、第２実施例の体調監視装置２の構成について説明す
る。図１３は、第２実施例の体調監視装置２の構成を示すブロック図である。
【０１７６】
　図１３に示すように、第２実施例の体調監視装置２は、第１実施例の体調監視装置１と
同様に、血圧計測部１１と、血流計測部１２と、入力部１４と、表示部１５とを備えてい
る。
【０１７７】
　第２実施例の体調監視装置２は更に、制御部２３を備えている。第２実施例の制御部２
３は、第１実施例の制御部１３と比較して、計測指示部２３５を更に備えているという点
で異なっている。第２実施例の制御部２３が備えるその他の構成要素は、第１実施例の制
御部１２が備えるその他の構成要素と同一であってもよい。
【０１７８】
　計測指示部２３５は、血圧計測部１１が計測した血圧ＢＰが所定条件を満たす場合に血
流計測部１２が血流量ＢＦを計測するように、血流計測部１２を制御してもよい。言い換
えれば、計測指示部２３５は、血圧計測部１１が計測した血圧ＢＰが所定条件を満たして
いない場合に血流計測部１２が血流量ＢＦを計測しないように、血流計測部１２を制御し
てもよい。
【０１７９】
　血流計測部１２を制御することに加えて又は代えて、計測指示部２３５は、血圧計測部
１１が計測した血圧ＢＰが所定条件を満たす場合にリスクレベル算出部１３３が体調リス
クレベルを算出するように、リスクレベル算出部１３３を制御してもよい。言い換えれば
、計測指示部２３５は、血圧計測部１１が計測した血圧ＢＰが所定条件を満たしていない
場合にリスクレベル算出部１３３が体調リスクレベルを算出しないように、リスクレベル
算出部１３３を制御してもよい。
【０１８０】
　（２－２）体調監視装置の動作
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　続いて、図１４を参照して、第２実施例の体調監視装置２の動作の流れについて説明す
る。図１４は、第２実施例の体調監視装置２の動作の流れを示すフローチャートである。
【０１８１】
　図１４に示すように、第２実施例においても、第１実施例と同様に、血圧計測部１１は
、生体の血圧ＢＰを計測する（ステップＳ１２）。また、血圧保存部１３１は、血圧計測
部１１が計測した血圧ＢＰを保存する（ステップＳ１２）。
【０１８２】
　第２実施例では特に、計測指示部２３５は、ステップＳ１２で計測された血圧ＢＰが、
所定条件を満たすか否かを判定する（ステップＳ２１）。
【０１８３】
　例えば、計測指示部２３５は、ステップＳ１２で計測された血圧ＢＰが、継続的な監視
を必要とする値（例えば、正常値ではない値や、正常値ではあるものの注意を要する値等
）であるか否かを判定してもよい。ステップＳ１２で計測された血圧ＢＰが継続的な監視
を必要とする値である場合には、ステップＳ１２で計測された血圧ＢＰが所定条件を満た
すと判定されてもよい。他方で、ステップＳ１２で計測された血圧ＢＰが継続的な監視を
必要とする値でない場合には、ステップＳ１２で計測された血圧ＢＰが所定条件を満たさ
ないと判定されてもよい。
【０１８４】
　或いは、計測指示部２３５は、ステップＳ１２で計測された血圧ＢＰがその他の所望値
ないしは所定値であるか否か又は所定範囲に収まるか否かを判定することで、ステップＳ
１２で計測された血圧ＢＰが所定条件を満たすと判定してもよい。例えば、計測指示部２
３５は、ステップＳ１２で計測された血圧ＢＰが、生体の体調の継続的な監視を必要とす
ることを示す所定値であるか否か（或いは、生体の体調の継続的な監視を必要とすること
を示す所定範囲に収まるか否か）を判定することで、ステップＳ１２で計測された血圧Ｂ
Ｐが所定条件を満たすと判定してもよい。ステップＳ１２で計測された血圧ＢＰが、生体
の体調の継続的な監視を必要とすることを示す所定値である（或いは、生体の体調の継続
的な監視を必要とすることを示す所定範囲に収まる）場合には、ステップＳ１２で計測さ
れた血圧ＢＰが所定条件を満たすと判定されてもよい。他方で、ステップＳ１２で計測さ
れた血圧ＢＰが、生体の体調の継続的な監視を必要とすることを示す所定値でない（或い
は、生体の体調の継続的な監視を必要とすることを示す所定範囲に収まらない）場合には
、ステップＳ１２で計測された血圧ＢＰが所定条件を満たさないと判定されてもよい。
【０１８５】
　ステップＳ２１の判定の結果、ステップＳ１２で計測された血圧ＢＰが所定条件を満た
さないと判定される場合には（ステップＳ２１：Ｎｏ）、ステップＳ１２及びステップＳ
２１の動作が繰り返される。つまり、血圧計測部１１は、生体の血圧ＢＰを計測する。血
圧保存部１３１は、血圧計測部１１が計測した血圧ＢＰを保存する。計測指示部２３５は
、ステップＳ１２で計測された血圧ＢＰが、所定条件を満たすか否かを判定する。
【０１８６】
　加えて、この場合には、計測指示部２３５は、血流計測部１２が血流量ＢＦを計測しな
いように、血流計測部１２を制御してもよい。その結果、血流計測部１２は、血流量ＢＦ
を計測しなくともよい。加えて、血流計測部１２は、心拍数ＨＲ及び脈波振幅ＰＡを算出
しなくともよい。また、計測指示部２３５は、血流計測部１２を制御することに加えて又
は代えて、リスクレベル算出部１３３が体調リスクレベルを算出しないように、リスクレ
ベル算出部１３３を制御してもよい。その結果、リスクレベル算出部１３３は、体調リス
クレベルを算出しなくともよい。また、計測指示部２３５は、血流計測部１２及びリスク
レベル算出部１３３の少なくとも一方を制御することに加えて又は代えて、入力部１４が
算出パラメータの入力を受け付けないように、入力部１４を制御してもよい。その結果、
入力部１４は、算出パラメータの入力を受け付けなくともよい。
【０１８７】
　他方で、ステップＳ２１の判定の結果、ステップＳ１２で計測された血圧ＢＰが所定条
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件を満たすと判定される場合には（ステップＳ２１：Ｙｅｓ）、計測指示部２３５は、血
流計測部１２が血流量ＢＦを計測するように、血流計測部１２を制御してもよい。その結
果、血流計測部１２は、血流量ＢＦを計測する（ステップＳ１０）。加えて、血流計測部
１２は、ステップＳ１０で計測された血流量ＢＦから、心拍数ＨＲ及び脈波振幅ＰＡを算
出する（ステップＳ１１）。また、計測指示部２３５は、血流計測部１２を制御すること
に加えて又は代えて、リスクレベル算出部１３３が体調リスクレベルを算出するように、
リスクレベル算出部１３３を制御する。その結果、リスクレベル算出部１３３は、体調リ
スクレベルを算出する（ステップＳ１４からステップＳ１８）。また、計測指示部２３５
は、血流計測部１２及びリスクレベル算出部１３３の少なくとも一方を制御することに加
えて又は代えて、入力部１４が算出パラメータの入力を受け付けるように、入力部１４を
制御してもよい。その結果、入力部１４は、算出パラメータの入力を受け付ける。
【０１８８】
　加えて、ステップＳ１２で計測された血圧ＢＰが所定条件を満たすと判定される場合に
も、血圧計測部１１は、生体の血圧ＢＰを計測することが好ましい。血圧計測部１１が血
圧ＢＰを計測した場合には、計測指示部２３５は、新たに計測された血圧ＢＰが、所定条
件を満たすか否かを判定することが好ましい。
【０１８９】
　以上説明したように、第２実施例の体調監視装置２は、第１実施例の体調監視装置１が
享受することができる各種効果と同様の効果を好適に享受することができる。
【０１９０】
　加えて、第２実施例の体調監視装置２は、血圧計測部１１が計測した血圧が所定条件を
満たす場合に、血流量ＢＦの計測及び体調リスクレベルの算出を行う。言い換えれば、第
２実施例の体調監視装置２は、血圧計測部１１が計測した血圧ＢＰが所定条件を満たさな
い場合に、血流量ＢＦの計測及び体調リスクレベルの算出を行わなくともよい。このため
、血流量ＢＦの計測及び体調リスクレベルの算出を常に行う比較例の体調監視装置と比較
して、体調監視装置２の消費電力が低減される。
【０１９１】
　（３）第３実施例
　続いて、図１５から図１６を参照しながら、第３実施例の体調監視装置３について説明
を進める。尚、以下の説明では、第１実施例の体調監視装置１から第２実施例の体調監視
装置２と同一の構成及び動作については、同一の参照符号及びステップ番号を付してその
詳細な説明を省略する。
【０１９２】
　（３－１）体調監視装置の構成
　はじめに、図１５を参照しながら、第３実施例の体調監視装置３の構成について説明す
る。図１５は、第３実施例の体調監視装置３の構成を示すブロック図である。
【０１９３】
　図１５に示すように、第３実施例の体調監視装置３は、第１実施例の体調監視装置１と
同様に、血圧計測部１１と、血流計測部１２と、入力部１４と、表示部１５とを備えてい
る。
【０１９４】
　第３実施例の体調監視装置３は更に、制御部３３を備えている。第３実施例の制御部３
３は、第１実施例の制御部１３と比較して、タイマ部３３６を更に備えているという点で
異なっている。第３実施例の制御部３３が備えるその他の構成要素は、第１実施例の制御
部１２が備えるその他の構成要素と同一であってもよい。
【０１９５】
　タイマ部３３６は、血圧計測部１１が血圧ＢＰを計測するタイミングを設定する。加え
て、タイマ部３３６は、血圧計測部１１が血圧ＢＰを計測するタイミングが到来した場合
には、血圧ＢＰを計測するように血圧計測部１１を制御する。
【０１９６】
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　（３－２）体調監視装置の動作
　続いて、図１６を参照して、第３実施例の体調監視装置４の動作の流れについて説明す
る。図１６は、第３実施例の体調監視装置３の動作の流れを示すフローチャートである。
【０１９７】
　図１６に示すように、タイマ部３３６は、血圧計測部１１が血圧ＢＰを計測するタイミ
ングを設定する（ステップＳ３１）。例えば、タイマ部３３６は、血圧計測部１１が血圧
ＢＰを計測するタイミングとして、周期（例えば、２０分という周期）を設定してもよい
。タイマ部３３６は、血圧計測部１１が血圧ＢＰを計測するタイミングとして、時刻その
もの（例えば、２０分、４０分、６０分・・・という時刻）を設定してもよい。
【０１９８】
　その後、第３実施例においても、第１実施例と同様に、血流計測部１２は、生体の血流
量ＢＦを計測する（ステップＳ１０）。加えて、第３実施例においても、第１実施例と同
様に、血流計測部１２は、ステップＳ１０で計測された血流量ＢＦに基づいて、心拍数Ｈ
Ｒ及び脈波振幅ＰＡを計測する（ステップＳ１１）。加えて、第３実施例においても、第
１実施例と同様に、入力部１４は、算出パラメータの入力を受け付ける（ステップＳ１３
）。加えて、第３実施例においても、第１実施例と同様に、リスクレベル算出部１３３は
、体調リスクレベルを算出する（ステップＳ１４からステップＳ１８）。
【０１９９】
　また、第３実施例においても、第１実施例と同様に、ステップＳ１１での血流量ＢＦの
計測に続いて若しくは相前後して又は並行して、血圧計測部１１は、生体の血圧ＢＰを計
測する（ステップＳ１２）。加えて、血圧保存部１３１は、血圧計測部１１が計測した血
圧ＢＰを保存する（ステップＳ１２）。
【０２００】
　その後、第３実施例では、タイマ部３３６は、現在のタイミングが、ステップＳ３１で
設定したタイミング（つまり、血圧計測部１１が血圧ＢＰを計測するタイミング）である
か否かを判定する（ステップＳ３２）。言い換えれば、タイマ部３３６は、ステップＳ３
１で設定したタイミング（つまり、血圧計測部１１が血圧ＢＰを計測するタイミング）が
到来したか否かを判定する（ステップＳ３２）。
【０２０１】
　ステップＳ３２の判定の結果、現在のタイミングがステップＳ３１で設定したタイミン
グ（つまり、血圧計測部１１が血圧ＢＰを計測するタイミング）であると判定される場合
には（ステップＳ３２：Ｙｅｓ）、ステップＳ１２の動作が再度行われる。つまり、血圧
計測部１１は、生体の血圧ＢＰを計測する（ステップＳ１２）。加えて、血圧保存部１３
１は、血圧計測部１１が計測した血圧ＢＰを保存する（ステップＳ１２）。
【０２０２】
　他方で、ステップＳ３２の判定の結果、現在のタイミングがステップＳ３１で設定した
タイミング（つまり、血圧計測部１１が血圧ＢＰを計測するタイミング）でないと判定さ
れる場合には（ステップＳ３２：Ｎｏ）、ステップＳ１２の動作が行われなくともよい。
つまり、血圧計測部１１は、ステップＳ３１で設定したタイミング（つまり、血圧計測部
１１が血圧ＢＰを計測するタイミング）が再度到来するまでは、生体の血圧ＢＰを計測し
なくともよい。加えて、血圧保存部１３１は、ステップＳ３１で設定したタイミング（つ
まり、血圧計測部１１が血圧ＢＰを計測するタイミング）が再度到来するまでは、血圧計
測部１１が計測した血圧ＢＰを保存しなくともよい。
【０２０３】
　以上説明したように、第３実施例の体調監視装置３は、第１実施例の体調監視装置１が
享受することができる各種効果と同様の効果を好適に享受することができる。
【０２０４】
　加えて、第３実施例の体調監視装置３は、タイマ部３３６の動作により、所望のタイミ
ングで自動的に血圧ＢＰを計測することができる。このため、第３実施例の体調監視装置
３は、計測者がタイミングを図ることなく（或いは、計測者が手動で作業を行うことなく



(31) JP 5946904 B2 2016.7.6

10

20

30

40

）、自動的に血圧ＢＰを計測することができる。
【０２０５】
　尚、タイマ部３３６は、血圧計測部１１が計測した血圧ＢＰが所定条件を満たすか否か
に応じて、設定するタイミングを変えてもよい。例えば、タイマ部３３６は、血圧計測部
１１が計測した血圧ＢＰ３が所定条件を満たす（例えば、継続的な監視を必要とする値で
ある）場合に、血圧計測部１１が血圧ＢＰを計測するタイミングとして、相対的に短い周
期を設定してもよい。その結果、血圧計測部１１が計測した血圧ＢＰが所定条件を満たす
場合に、血圧計測部１１は、相対的に高い頻度で血圧ＢＰを計測する。他方で、タイマ部
３３６は、血圧計測部１１が計測した血圧ＢＰが所定条件を満たさない（例えば、継続的
な監視を必要とする値でない）場合に、血圧計測部１１が血圧ＢＰを計測するタイミング
として、相対的に長い周期を設定してもよい。その結果、血圧計測部１１が計測した血圧
ＢＰが所定条件を満たさない場合に、血圧計測部１１は、相対的に低い頻度で血圧ＢＰを
計測する。これにより、血圧計測部１１は、血圧ＢＰが継続的な監視を必要とする値か否
かに応じた好適な頻度で、血圧ＢＰを計測することができる。
【０２０６】
　尚、第１実施例から第３実施例で説明した各構成の一部を適宜組み合わせてもよい。こ
の場合であっても、第１実施例から第３実施例で説明した各構成の一部を適宜組み合わせ
ることで得られる血流量検出装置は、上述した各種効果を好適に享受することができる。
【０２０７】
　また、本発明は、請求の範囲及び明細書全体から読み取るこのできる発明の要旨又は思
想に反しない範囲で適宜変更可能であり、そのような変更を伴う体調監視装置及び方法も
また本発明の技術思想に含まれる。
【符号の説明】
【０２０８】
　１、２、３　体調監視装置
　１１　血圧計測部
　１２　血流計測部
　１２１　レーザ素子
　１２２　受光素子
　１２３　増幅器
　１２４　Ａ／Ｄコンバータ
　１２５　演算回路
　１３、２３、３３　制御部
　１３１　血圧保存部
　１３２　血流量保存部
　１３３　リスクレベル算出部
　１３４　出力部
　１４　入力部
　１５　表示部
　２３５　計測指示部
　３３６　タイマ部
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